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1　経　済　振　興

(1)概　　　況

本市は、九州の中央に位置し、国・県などの行政機関が集積する県庁所在地であるとともに、市内人口66万

人、広域都市圏人口約100万人を擁する消費市場を有している。このような背景のもと、市内総生産を産業別

に見てみると、卸・小売、運輸・通信、観光・医療・教育、といった各種サービスを提供する第3次産業と政

府サービスなどで8割強を占めており(平成7年軍)、この点から、本市はサービス産業中心の都市であると

いうことができる。

一方、サービス産業の他にも、市内外に誘致されたI C産業、造船業、輸送機器産業等の大規模製造業や、

テクノポリスにおけるハイテク産業、バイオ産業、フードパル熊本における食品産業などの集積がみられると

ともに、農業においても、商品性の高い作物を中心に全国でも高い生産性を誇る都市型農業が展開されている。

このように、本市経済は、一定の地域需要を満たしながら、他方で進出大企業の活力を付加し、地方の中核

的な都市として発展を遂げてきた。

しかし、近年、我が国経済は、景気が長期にわたり低迷し、例えば失業率も過去最高の数字を更新し続けて

おり、本市経済もサービス産業を中心とする産業構造のため、消費低迷のあおりをうけ、厳しい状況におかれ

ていO。

さらに、今日の経済社会を取り巻く環境は、アジアの経済成長を背景とした産業構造の変革や、高齢化・少

子化による労働生産人口の減少、環境との調和がとれた企業活動の推進といった急激な変化の時期を迎えてい

る。

そこで、本市は既存産業の強化を図るとともに、 「熊本市企業立地促進条例」 (平成11年4月施行)に基づい

て域外から企業の立地を促進し、ものづくり産業や都市型産業の集積を図るとともに、 21世紀に向けて成長が

予測される情報、環境、医療・福祉などをはじめとする新産業の育成と創業支援を積極的に展開し、雇用機会

の拡大と地場経済の浮揚に努めている。

また、経済の国際化に伴い巨大消費市場としての期待が持たれるアジア地域をはじめとする海外都市との経

済交流の推進や、官民一体となったFAZ構想の推進、熊本港とその背後地の整備、ポートセールスなど、国

際経済都市としての機能整備に力を注いでいる。

このように、本市は「活力あふれる交流拠点都市」を目指して、多様な都市機能の集積と様々な産業活動の

展開を目指し、地域経済の活性化を図る諸施策を実施している。

(2)産業政策

ア　産業政策の調整と実施

(丑　大型店等の出店調整

大規模小売店店舗の出店にあたり、届出指導、相談などを行う。

(参　国際経済交流の推進

(ア)貿易相談をはじめ海外情報の収集、提供等を行う貿易関係団体との連携を通して、経済の国際化を推進

する。
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(イ)海外経済交流事業

地場企業の国際的な展開を支援するため、米国等での商談会の実施及び姉妹都市との経済交流事業を

推進する。

(ウ)地域輸入促進への支援

平成7年8月設立された「くまもとFAZ㈱」の支援を行う0

(ェ)熊本港利用促進事業

熊本港開港へ向け、 C I Q関係機関-の要望活動や船会社や荷主企業を訪問し、定期航路の開設など

熊本港利用促進のため、ポートセールスを展開する。

イ　企業立地促進事業

本市産業を活性化し、ひいては雇用機会を拡大し、市民所得の向上を図るため、本年4月施行の「熊本市企

業立地促進条例」に基づく優遇制度を活用し、ものづくり産業や都市型産業等の企業の立地を積極的に促進す

る。

り　産業振興に係る調査研究

熊本市産業政策懇話会の設置

経済の国際化や高齢化・少子化・情報化など社会経済の環境変化の中で熊本の産業特性を踏まえつつ、新

規の経済成長分野の振興施策を論じるとともに、他方で、商工や農業観光など本市経済全体を視野において、

絶えず変化する経済状況に機敏に対応した施策を検討するため、産・学・行政から成る会議を設置する。

工　酒類製造事業

みかんの消費促進とみかん農業の経営安定に寄与する目的でみかんブランデーを製造。

熊本市河内みかんブランデー蒸留所

所　在　地　　　河内町船津873番地

設　　　立　　　昭和52年11月

形　　態　　　地方公営企業(熊本市直営)

売　上　高　　　20,157千円

(平成10年度)

出荷本数　　10月41本

(3)中小企業の振興

ア　経営の高度化支援

関係諸団体との緊密な連携のもと、経営相談及び診断指導を行うとともに、共同化の促進や経営情報化の推

進あるいは経営情報の収集・提供など、企業ニーズを踏まえたきめ細かな支援を行い、中小企業の経営力を強

化する。

イ　リーディング産業の創造と再構築

本市経済を支える産業全般をバランスよく足腰の強い競争力のある中核的企業に育成するために、助成制度

等によりハード・ソフト両面にわたり支援策を展開する。
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ウ　新分野開拓への支援

新たな成長産業を発掘、育成していくとともに新しい企業・業態の創出のために、起業家アドバイザー制度

や起業家セミナー等を実施しバックアップを図る。

・テクノポリス推進

本市は、熊本テクノポリス第3期計画に基づき、母都市機能の整備はもとより、人材育成・確保、研究開発

型企業の育成、産・学・行政の連携による技術移転・交流を促進し、先端産業の育成及び産業の高度化の育成

に取り組んでいる熊本テクノポリス財団及びその傘下団体の活動を支援推進している。

工　人材の確保・育成

職業安定機関や企業との連携のもと、求人活動への支援を図るとともに、勤労者資質の向上、勤労者福祉の

充実など、中小企業における人材の確保に努める。

また、人材育成のための経営研修や経営講演会等を年間にわたり実施している。更に中小企業大学校等の研

修に従業者を派遣する場合、経費の一部を補助する「中小企業研修派遣助成制度」を設けている。

研修事業実績

年 度

研修種 別

平 成 8 年度 平成 9 年 度 平成 10年度 .

件 数 受講者 数 件 数 受講者 数 件 数 受講者 数

経 営研修 (セ 享ナ 一等 ) 19 5 03人 2 1 4 50人 ll 1 90人

パ ソコン . ワープ ロ研 修 21 1 92 1 6 180 15 1 1 79

経 営 講 演 会 等 3 7 9 1 3 5 78 3 4 99

合 計 4 3 1 ,4 86 4 0 1 ,2 08 2 9 8 68

オ　産業基盤の整備促進

地域経済の活性化をさらに推進するため、民間と一体となり、公害のないアメニティの高い生産空間の創出・

整備、魅力的でl央適な商業空間の創出・整備、産業と地域住民とのコミニュケ-ションの場の整備、地域住民

の快適な生活空間整備を支援する地域拠点施設の設置及び充実を推進していく。

力　資金調達の円滑化

経済的基盤の弱い中小企業が、健全な経営活動を営めるよう、金融制度の拡充や金融情報プラザの強化など、

資金調達の円滑化を図る。

(4)フードパル熊本

フードパル熊本は、本市が計画し、市と協同組合フードパル熊本が事業主体者、環境事業団が開発主体とな

り開発した食品工業団地であり、地域経済の活性化とリーディング産業である食品産業の振興を目的に建設し

たものである.特色としては、 (丑生活者との交流、 (多地域経済をリードする意欲的な企業づくり、 ③質の高い

就労環境、 ④地域農業との連携、 ⑤環境との調和の5つのコンセプトを基本に開発し、特に生活者との交流に

ついては、各企業において直売施設、見学工場、体験施設等の交流施設を設置するとともに、組合の共同事業

として大型レストラン、こだわり工房村(レンタル工房)、とれたて市(朝市)事業にも取り組んでいる。ま

た、本市も食品交流会館、公園、駐車場などの公益的施設を整備し、産業と市民、来訪者の交流の場、地域経

済の牽引役としてその発展に大きな期待を寄せている。
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位　置　　貢町、和泉町地区

規　模　　25.8ha

企業　用　地　10.4ha

組合共同用地　　4.7

公共　施　設　　5.0

公益的施設　　5.7

熊本市食品交流会館

熊本市食品交流会館は、食品産業の振興及び地域経済の活性化を促進するために建設したものであり、フー

ドパル熊本の中核施設として、また地域産業、市民及び来訪者の交流施設として機能することを目指してい

る。

所　在　地

敷地面積

駐車場面積

建物面積

開設年月日

建　設　費

主な設備

管理運営

施設利用状況

貢町松の本581番地2

13,816.80m2

10,229.48m

2,280.85m2

平成9年11月1日

999,038千円

多目的ホール、第1会議室、第2会議室、パーティールーム、イベント広場等

(財)熊本国際コンベンション協会へ委託

平 成 9 年 度 平 成 1 0 .年 度

第 1 会 議 室 114 件 3 ,8 0 2名 3 8 .9 % 4 0 1件 16 ,4 3 0 名 6 9 .1%

第 2 会 議 室 7 7 1,20 5 3 8 .9 28 4 4 ,03 1 5 4 .1

パ ー テ ィ ー ル ー ム 84 10 ,1 17 3 5 .0 21 2 65 ,33 3 3 3 .5

イ ベ ン ト 広 場 2 1 4 2,00 0 5 .4 10 4 163 ,19 0 ll .2

多 目 的 ホ ー ル 4 1 4 7 ,88 5 18 .2 17 4 5 7 ,4 59 3 0 .0

※平成9年度(11月～3月)

(5)熊本流通団地

流通機能の合理化と都市機能の維持増進を図り、都市環境の改善と消費生活の安定に資するため、市南部の

近見・田迎・御幸地区に熊本流通団地を建設したものである。

この熊本流通団地は、 「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき、流通業務施設と関連公益施設等を

計画的に整備したもので、 100杜の卸・運輸・一倉庫業者が入居している。

また、地域の情報化を推進するため設立された第3セクターの㈱熊本流通情報センターも流通情報会館に入

居しており、これからの高度情報化社会へ向け、ニューメディアを駆使した新しいタイプの流通センターをめ

ざしている。

これにより、新しい流通業務市街地が整備され、物流・情報の拠点として、都市の流通機能を高めるととも

に、南部地域の発展に大きな期待が寄せられている。
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事業の名称　　熊本流通業務団地造成事業

事業主体　　熊　本　市

位　　　置　　近見・田迎・御幸地区

(昭和62年1月町界・町名を流通団地1丁目・ 2丁目に変更)

規　　　模　　52.9ha

卸・運輸・倉庫施設　　29.9ha

公　益　的　施　設　　0.5

公　共　　施　設　　2.5

熊本市流通情報会館

熊本市流通情報会館は、 「地域経済の活性化」を推進し、中小企業の経営活動を積極的に支援するため、

(1)熊本地域の産業情報化の核、 (2)中小企業の人材育成の場、 (3)商品流通情報の交流の場、 (4)熊本流通団地の

機能を総合的に高めるための拠点施設及び公益施設、 (5)企業経営の情報サロンとしての5つの機能を有した

総合施設であり、また自主展示事業として輸入製品の展示、販売、商談を目的とする熊本インポートフェア

を毎年開催している。

所　在　地

設　置　者

敷地IUI桔

延床面積

構　　　造

建　設　費

工　　　期

開　　　館

流通団地1丁目24番地

熊　本　市

5,000m2

6,943m2

事務棟　　鉄筋コンクリート造　地下1階、地上6階建

鹿示棟　鉄筋コンクリート造　地下1階、地上1階建

1,871,900千円

昭和63年3月～平成元年3月

平成元年4月26日

主要施設

(事務棟) 6階　情報提供コーナー(商工課)

パソコン研修室、第4研修室、第5研修室、ラウンジ

5階　第1-3研修室

4階　㈱熊本流通情報センター

3階　㈱熊本流通情報センター

2階　熊本流通団地協同組合、レストラン

1階　会館事務室、常設展示コーナー、銀行のATMコーナー

(展示棟) 1階　展示場(1,088m2、高さ5.5-7.2m、床荷重1t/m2)

地階　駐車場
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会館利用状況

∴ 研 修 室
展示場

第 1研修室 第 2研修室 第 3研修室 第 4 研修室 第 5 研修室 パソコン研修室

8
459件 691 633 551 150 141 66

23,043人 16,687 7,533 5,066 2,077 1,698 212,257

9
472件 630 627 563 575 208 74

24,177人 17,510 7,933 5,117 7,198 2,639 171,569

10
424件 655 569 485 520 198 52

22,597人 16,342 8,272 4,140 6,757 2,548 136,705

(6)くまもと工芸会館

くまもと工芸会館は、工芸産業の振興とまちづくりの拠点施設として建設したものであり、古来から日々の

暮らしの中ではぐくまれてきた伝統的工芸、新たに展開されつつある創作工芸を通じて、地域文化を学び、後

継者育成、技術力向上、工芸品の紹介を行い、工芸産業の振興発展を図ることを目指している。

所　在　地　　川尻1丁目3番58号

敷地面積　　898.18m2

駐車場面積　　2,227m2

建物面積　　1,382m2

開設年月日　　平成3年7月30日

建　設　費　　530,072千円
会館工事　　498,798千円

内装展示等　　31,274千円

主な設備　　実演工房、創作工房、料理工房、展示販売コーナー

展示情報コーナー、ラウンジ

自主事業　　伝統工芸品から現代工芸品まで工芸産業振興協会会員の作品を常設展示しているほか伝統

工芸月間事業と自主イベント等を開催。

陶芸教室、ステンドグラス教室、夏休み親子クラフト教室等各種クラフト教室を開催

(7)五福地域開発センター

五福地域開発センターは、併設する五福小学校の改築に伴い、平成3年に開設し、中小企業室を柱に住民サー

ビスコーナーと公民館が小学校と一体構造になった、全国でも数少ない複合施設である。また、太陽熱を利用

した温水プールが平成5年10月に完成した。施設及びエネルギーを有効に利用するため、小学校が使用しない

時間帯にプールを市民に開放している。

中小企業室では、旧市街地の諸問題を抱える対象地域の活性化のために①地域中小企業を対象とした経営相

談、 ②地域商店街活動の促進及び組織化の推進、 ③まちづくり気運醸成のための講座等の開催、 ④まちづくり

団体の育成及び活動支援等に取り組んでいる。

サービスコーナーでは、戸籍関係、住民票関係、印鑑登録の諸証明書の発行を行っている。
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公民館では、講座の開設や各種行事を実施し生涯学習の場として、また、ホール、研修室、茶室、料理実習

室を始め図書室、児童室も合わせて広く子供からお年寄りまで利用してもらうことで、社会教育に寄与してい

る。

所　在　地

開設年月日

構　　　造

敷地面積

建物延面積

建　設　費

職　員　数

利用状況
(平成10年度)

細工町2丁目25番地

平成3年4月15日

鉄筋コンクリート　地下1階、地上4階建

6,612m2

!,227m2　　うち　サービスコーナー、中小企業室、事務室、会議塞-557m2

公民館　・1,951m　小学校-5,719m2

2,816,050千円

5名(外指導員等6名)

サービスコーナー16,386人　会議室・中小企業室1,628人　公民館43,268人

児童室11,261人　図書室9,007人　プール(一般開放) 12,442人

(8)健軍文化ホール

健軍文化ホールは、本市東部の拠点である健軍地区商店街の文化・交流機能の強化を図り、商店街の活性化

を推進することを目的に建設したもので、 293席の固定席を持つ東部地域で初めての本格的ホール、料理実習、

小会議、会食などが楽しめるパーティールーム、 3つの会議室、 2つの音楽練習室を備えている。

また、戸籍謄本、印鑑証明、住民票等の交付が受けられる市民サービス業務を備えた「生活文化拠点」の施

設である。

所　在　地　　若葉3丁目5番11号

開設年月日　　平成7年4月8日

構　　　造　　鉄筋コンクリート造3階建

敷地面積　　2,103.68m2

建物延面積　1,819.20m2

うち　ホール　・429.80m

パーティールーム　蝣109.80m　会議室A-92.25m2

会議室B-30.24m2　会議室c-　3.27m2

音楽練習室A-23.63m2　音楽練習室B-22.50m2　その他1,081m2

建　設　費　1,010,076千円

職　員　数　　8名

-225-



施設利用状況

区分 (定員 ) ホ ー ル 会議室 A 会議室 B 会 議室 C パーティールーム 音 楽練 習室 A 音 楽練 習室 B

年 度 (293名 ) 60名 ) (1 6名 ) (15名 ) (3 0名 ) ( 6 名 ) ( 6 名 )

平成 10年度

195件 276 13 0 16 7 9 9 3 10 8 0

24 ,9 14人 6,7 72 1 ,0 2 6 95 8 2 ,33 0 1 ,3 16 4 18

サービスコーナー利用状況(発行業務のみ)

区 分

年 度
戸 籍 関 係 住 民 票 関 係 印 鑑 証 明

平成10年度 765 件 3,485 2,739
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イ　融資状況

区 分

制 度 名

9 年 度 10 年 度

件 数 金 額 件 数 金 額

小 口 資 金 融 資 908
千円

3,266,200 1,226
千円

4,308,600

無 担 保 無 保 証 人 融 資 35 94 ,700 72 193,260

経 営 安 定 資 金 融 資 85 1,338,400 93 1,507,900

特 別 琴 期 資 金 融 資 3 5,500 12 21,500

開 業 転 業 資 金 融 資 14 51,400 10 37,400

公 害 、防 止 施 設 資 金 融 資 0 0 1 5,000

高 度 化 資 金 融 資 0 0 1 20,000

中 元 .. 年 末 資 金 融 資 241 861,850 212 726,649

一 般 開 業 資 金 融 資 ll 28,900 5 14,000

経 営 安 定 資 金 特 例 融 資 2 10,100 3 14,400

経 済 環 境 変 動 対 策 資 金 融 資 104 401,500 139 503,400

地下水使用合理化設備 資金融 資 0 0 2 3,500

計 1,403 6,058 ,550 1,776 7,358,609

中小企業への各種助成

ア　中小企業振興助成

助成の種類 助 成 対 象 助 成 措 置

事 業 助 成 金

中小企業団体のうち市長の認めるも 1 組合につき10万円 .(組織し、運営を開始した年

のを組織 したとき 度に限る)

商店街等環境整備事業 事業費が 1億円以下のとき、事業費の20パーセン

トに相当する額以内 P

事業費が 1億円を超えるとき、 2千万円に 1億円

を超える額の10パーセントを加算した額以内とし、

3 千万円を限度とする.

集団化事業及び施設共同利用事業
事業費の10パーセントに相当する額以内とし、2

千万円を限度とする

一般高度化事業
事業費の10パーセントに相当する額以内とし、 1

千万円を限度とする

利 子 補 助 金 近代化設備
金融機関からの融資の融資残頃の10 0分の 2 以内

3 カ年間

融資のあっせん
近代化設備、高度化施設等、福利厚

生施設
融資のあっせん

便 宜 の 供 与
中小企業団体のうち市長の認めるも
のを組織したとき、近代化設備、高
度化施設等

用地のあっせん、労働力の確保、道路等の整備、

情報 .資料の提供、その他
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助　成　状　況

年 度
区 分

6 7 8 9 10

設立運営費
件 数 4 0 0 1 2 .

金額 (千円) 400 0 0 100 200

高度化施設
件 数 3 3 0 2 1

金額 (千円) 30,000 28,300 0 60,000 20 ,000

利子補助金
件 数 4 10 8 10 9

金額 (千円) 640 1,217 1,003 1,047 1,184

イ　商店街共同施設助成

対象施設(街路灯、アーケード、共同駐車場等)総工費(50万円以上)の20% (街路灯のみ30%)とし、

1,500万円を限度とする。

助　成　状　況

年 度 6 7 8 9 10

件 数 3 2 5 1 6

金額 (千 円) 7,379 12 ,15 1 40 ,70 9 65 6 5 ,9 79

ウ　商店街近代化資金補助

商店街が管理する街路灯電気料の20%を運営資金として補助する0

補助金支給状況(平成2年度までは補助率10%)

年 度 6 7 8 9 10

件 数 72 73 72 71 72

金額 (千円) 8,537 8,685 8 ,335 8,409 7,465

エ　地域商業活性化ソフト事業費補助

商店街等が実施する活性化のためのソフト事業費の50%以内(50万円を限度)を補助する。 (平成4年度か

ら実施)

補助金支給状況

年 度 6 7 8 9 10

件 数 5 5 5 6 18

金額 (千 円) 2 ,30 0 2 ,50 0 2 ,4 57 3 ,00 0 ll ,0 9 9

オ　商店街振興緊急対策事業

商店街等が実施する集客や販売促進等の事業を助成する(平成10年度から実施)

平成10年度　　　24件(31団体　　　　45,478千円
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(9)中小企業金融対策

ア　中小企業金融制度一覧 (平成11. 6. 1現在)

制 度 名

(発足年 月 日)
目 的 対 象 使 途 貸 付 限 度 貸 付 期 聞 及 び 利 率

保 証 料

(実 質保証料 )

保 証 人
返済方法 相 談 . 申 込 先 取扱金融ヰ幾開

市 預 託 条 件 県保証協 会再預託条件

. 担 保 予 算 利 率 融 資 枠 預 託 機 関 利 率 預 託 機 関

小 口 資 金

市 内中小零細企業者の小口資金

の融資 を円滑 にしその経営の 質

的向上 を図 る

.市内 に 1 年以上居住 し、かつ

同一事業 を 1 年以 上経営 して

いる中小 企業者 運転 資金
1,0 00万 円以 内

30 カ月…… …年2.0 0%

45 カ月..….…年2.1 0%
年 0ー4 12 5 %

4 0 0万 円以 内

… 1 名以上
40 0万 円超 毎月元金

市金融経営相 談課

肥 後 銀 行

熊本ファミリー 銀行

千 円

318 ,2 5 0

%

出指金 の

千円

7,95 6 ,250
県 信 用

%

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行

ti t *

(昭 38 . 8 . 7 )
.従業員20人以下の企業 設 備資金 60 カ月…… …年2.2 0%

( 6 カ月以 内の据 置を認 める)

(孟芸の 1 は当 … 2 名以上

原則 として敬 しな

い

均等分割
商 工 会 議 所

市 内 各 商 工 会

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用 金庫

熊本 中央信用 金庫

ため無利

息
保 証 協 会

熊 本 信 用 金 庫

熊 本第一信用金庫

熊 本中央信用金庫

無 担 保

無 保 証 人

融 資

(昭4 6. 5 . 1

市 内中 小零細企業者の小口資金

の融資 を円滑 にす るため に無担

保 無保 証人で融資 しその経営 の

質的向 上を図 る

.市内 に 1 年以上居住 し、かつ

同一事業 を1 年以 上経営 して

いる中小 企業者

.従業員20人以下 (商業 ..サー

ビス業 は 5 人以下 ) の企業

.市民税 の所 得割を有 し、納税

して いる者

運転 資金

設 備資金
1,0 00万 円以 内

36 カ月…… …年2.0 0%

60 カ月…… …年2.2 0 %

年 0 .4 1 25 %

(呈芸 の 1 は当 不 要
毎月元金

均等分割

市金融経営相 談課

商 工 会 議 所

市 内 各 商 工 会

肥 後 銀 行

熊本ファミリー 銀行
13 ,0 0 0

出指金 の

た め無利

息

32 5 ,0 00
県 信 用

保 証 協 会

肥 後 銀 行

熊本7 7 ミート 銀行

経 営 安 定

資 金 融 資 .

(昭4 3. 4ー1)

中小傘 業の経営の合理化及び長

期 的な 安定 ならび に企業の体 質

改善の たり、必要 な長期資金 の

融資 を行いその経営の長期的安

定 と事 業の健全 な発展 を図 りも

って本 市中小企業の振興 に寄与

する こ とを目的 とす る

市 内に 1年 以上居住 し、かつ同

一事業 を 1 年以上経 営 している

中小企業者 及び組合

運 転資金

設 備資金

3,0 00万 円以 内

1 組合

4,0 00万 円以 内

3 年以 内… ...年2 .2 0 %

5 年以 内… …年2.3 0 %

7 年以 内...…年2一4 0 %

( 6 カ月以内の据置 を認める)

年 0 .4 4 %

20 0万円以内

… 1 名以上

20 0万円超

… 2 名以上

必 要に応 じ敬す る

毎 月元 金

均等分割

市金融経営 相談課

商 工 会 議 .所

市 内 各 商 工 会

取 扱 金 融 機 関

肥 後 鍍 行

熊本ファミリー 銀行

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用 金庫

熊本 中央信用 金庫

1,400 ,0 0 0 年 0 .30 4 ,20 0 ,0 00
県 信 用

保 証 協 会
年 0.8 5

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行

熊 本 信 用 金 庫

熊 本第一信用金庫

熊 本中央信用金庫

特 別 短 期
中小企 業恵 に対 し短期資金の 融

資 を行 い、その金融難 を緩和 し

市 内に 1年 以上居住 し、かつ同

一事業 を 6 カ月以上 経営 してい 運転資金
20 0万 円以内

50 0万 円以 内

必要資金の70 %

以内

50 0万 円以内

80 0万 円以内

1 年 以内∴…ヰ 2.3 0 %
年 0.5 2 %

年 0.4 4 %

1 名以上
毎 月元 金

市金融経営 相談課 肥 後 鍍 行

20 ,0 0 0

200 ,0 00

50 ,0 0 0

年 0 .40

年 0 .2 0

年 0 .4 0

4 0 ,000

60 0 ,00 0

100 ,0 00

県 信 用
年 0.8 0

年 蝣0 .80

年 0 .8 0

肥 後 銀 行

資 金 融 資

(昭 8 . 4 . 1)

開 業 . 転 業

て中小 企業の振興 と健全 な発 展

をB lる

市内の 商工業 に勤務す る従業 員

に対 し独立開業の道 を開 くため

の資金 及び小現模事業者が事 業

転換 に要す る資金 を融資 し、 も

って 中小企業の振軍 を図 るこ と

を目的 とす る

市 内中小企業者が公害防止施 設

の設置 もし くは改善 に要す る資

金 を融資 し、市民の健康の保 護

生活環境の保全 を図 る .

る中小 企業 者

. 開業…市 内に1年以上居住 し、

満25歳以上の者で市内の同一

事業所 に継続 して 3 年以上勤

務 し、同一業種に 5 年以上継 .

続 して勤務 し、同一業種 を市

内及 び隣接市町で営 もうとす

る者

設備資金

運転資金

( 2 カ月の据置を認める)

3 6 カ月….….ヰ o on oz」i.」i¥}/O

( 6 カ月以内の据置 を認める)

原則 として敬 しな

い

2 名以上

必要に応 じ徹す る

2 名以上

必要 に応 じ徴す る

均等分 割

毎 月元 金

商 工 会 議 所

市 内 各 商 工 全

市金融経営相談 課

市金融経営相 談課

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用 金庫

肥 後 鍍 行

熊本ファミリー 銀行

保 証 ¥A 」

県 信 用

熊 本 信 用 金 庫

熊 本第一信用金庫

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行

資 金 融 資

(昭49 . 4 . 1 )

公 害 防 止 施 設

資 金 融 資

(昭46 .l l . 1 )

. 市が 実施す る経営指導 を受け

る者

. 転業 …市内で同一事業 を継続

して 3 年以上経営 し、市内で

転業 しようとする者

. 市が実施す る経営診断 を受 け

る者

..市内に 1 年以上居住 し、かつ

同一 事業 を 1 年以上経営 して

いる中小企業者

. 公害 防止 に開 し、監督機関の

改善指導 を受けた者で 、市長

が必 要 と認めた者

設備資金

設備資 金

60 カ月…‥….年2 .3 0 %

( 10 カ月以内の据置 を認める)

7 年以内.… ‥年2.20 %

( 6 カ月以内の据置 を認める)

市が全額利子補給 を行 う

(孟芸 の 1 は市 1

年 0 .4 12 5%

(全額市負担 )

均等分 割

毎月元金

均等分 割

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用 金庫

熊本中央信 用 金庫

肥 後 銀 . 行

熊本ファミリー銀行

保 証 協 会

県 信 用

保 証 協 会

熊 本 信 用 金 庫

熊 本第一信用金庫

熊 本中央信用金庫

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行
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制 度 名

(発足年月 日)
目 的 対 象 使 途 貸 付 限 度 貸 付 期 間 及 び 利 率

保 証 料

(実 質保 証料)

保 証 人
返済方法 相 談 . 申 込 先 取扱金融機 関

市 預 託 . 条 件 県保証協 会再預託条件

担 保 予 算 利 率 融 資 枠 預 託 機 関 利 率 預 託 機 関

高 度 化

資 金 融 資

(昭 4. 4 . 1 )

市 内の 中小企業者等 が事業 の高

度化 または近代化 を行うこ とに

対 し、必要な資金 の融資 を図 り

もって 中小企業の振興 に寄与 す

ること を目的 とす る

事業協 同組 合 . 商店街振興組合

.環境衛生 同業組合及 びその組

合員
運転資金

設備資金

1 組 合

8,0 00万円以内

1 組合員

2,00 0万 円以内

8 年以内..…….年2.6 0 %

(12 カ月以内の据置 を認め る)

保証 を付 ける場合 、

協 会の定め による

2 名以上

必要 に応 じ徴 する

毎月元金

均等分割
取 扱 金 融 機 関

商工組合中央 金庫

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行

千 円

150 ,0 0 0

%

年0.7 5

千円

60 0 ,0 00

商工組 合中央金庫

肥 後 銀 行

熊本 ファミリー銀行

%

中 元 . 年 末

資 金 融 資

(昭28 . 6 . 1)

市 内中小企業者の 中元、年末時

期 の資 金需要 に対 する金融 を円

滑 に し、その育成振興 を図る

市 内で 1 年 以上同一事業 を経営

す る中小企 業者

短 期

運転資金
500万 円以内

6 カ月以内…年2.30 % 以内

保証付の場合年2.10 % 以内

保証 を付 ける場合 、

協 会の定め による

金 融機関の定め るところに よ

る

取 扱 金 融 機 関

(星雲 i n10 /1二 ; 岩 】

市 内 各 銀 行

(但 し月巴後銀 行及

び一部県外 行 を

除 く)

市 内 各信 用 金 庫

商工組合中央 金庫

熊 本 県信 用 組 合

商 銀 信 用 組 合

500 ,0 0 0

巨 0.7 5

年 0.5 5

年 0.7 5

^ 0 .4 2

1 ,50 0 ,0 00

市 内 各 銀 行

(但 し肥 後銀行及

び一 部県外行 を

除 く)

市 内 各 信 用 金 庫

商工組合 中央金庫

熊 本 県 信 用 組 合

商 銀 信 用 組 合

一 般 開 業

資 金 融 資

(昭54 . 4 .20

市 内で新た に小規模事業 を営 む

者 に必 要な資金 を圃 資 し、中小

企業 の振興 を図る

.市内 に 3 年以上住所 を有す る

満25歳以 上の者

.市内及 び隣接市町で 開業す る

者

.市が実施 する経営指導 を受 け

る者

運転資金

設備資金

300万 円 以 内 必

要資金の70% 以

内

5 年以内………年2.4 0 %

( 6 カ月以内の据置 を認め る)

保 証協会普通保証

料率 による

2 名 以上

必要 に応 じ徹 する

毎月元金

均等分割
市金融経営 相談課

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行
50,0 0 0 年 0 .8 5 150 ,0 00

肥 後 銀 行

熊本7 7 ミリ】銀行

経 営 安 定 資

金 特 例 融 資

(昭55 . 4 .1 5)

経 済 環 境 変 動

対 策 資 金 融 資

(昭62 . 6 . 1

地下水使用合理化

設 備 資 金 融 資

(乎3. 4 . 1)

大規模 小売店 の進 出によ り影響

を受け た者や市 内で、倒 産関連

又は、天艶地変 、火災に より被

害 を受 けた 中小企 業者に対 して

資 金の融資 を行 い、経営 の安定

をB]る

経 済環境変動 によ り事業 活動に

支障 をきた している本市 内の中

小企業者に対 し資 金の融 資 を行

うことによ り中小 企業者 の安定

をB lる ことを 目的 とする

本市中小企業者が 地下水 の使用

合理化 のため 、必 要な設備の設

置、改善 に要す る資金を支援す

る ことによ り地下 水の安 定的な

需給 を図る

.市内 に 1 年以上居住 し、かつ

同一事業 を 1 年以上 (天 地災

6 カ月) 経営 してい る中小企

* &

(彰大規模小 売店出店で売上 高に

著 しく影 響 を受 け、又 はその

恐れ のある周辺の 中小企業者

で、大寒 模小売店が取扱 う商

品を販売 してい る者

(塾倒産企業 に対 し、 回収 困難 な

債権 を有 する中小企業者

③ 天災地変 . 火災 によ り被 害を

受 けた中小企業者

(り異常気象 (冷夏 .暖冬 ) で影

響 を受 けた中小企業者 (業種

限定 )

.市 内に 1 年以上居住 し、かつ

同一事業 を 1 年以上経営 して

いる中小 企業者

. 中小 企業 信用保険法 第 2 条第

3 項 第 5 号 による指定業種 を

営 んでい る中小業者

. 円相場 の変動 によ り影響 を受

けている輸出入 関連企業

. その他経 済環境 に伴 う市 長の

特認 中小 企業者

いずれ も対 前年比売上 げ (連続

する 3 カ月) が 5 % 以上 減少 し

ている もの

.市 内に 1 年以上屈.住 又は主た

る工場等 を有 し、かつ同一事

業 を 1年 以上経営 している中

小 ,l>* 昔

. 地下水 の使用合理化 を図る設

備 と して市長が認 めた もの

運転資金

設備資金

運転資 金

設備資 金

800万 円以内

750万円以内

1,0 00万 円以 内

7 年以内...…年2.00 %

(12 カ月以内の据置 を認め る)

7 年 以内..….年1.7 5 %

( 6 カ月以内の据置を認め る)

3 年以内..…….年2.00 %

5 年以内∴…….年2.10 %

7 年以内..….…年2.20 %

( 6 カ月以内 の据置 を認 める)

市 が全額利 子補給 を行 う

年 0.44 %

年 0.44 %

年 0.4 4 %

. (全額市負担)

20 0万円以内

… 1 名以上

200万円超

… 2 名以上

必 要に応 じ敬する

200万円以内

… 1.名以上

200万円超

… 2 名以上

原則 として徴 しな

い

200万円以内

… 1 名以上

200万円超

… 2 名以上

必 要に応 じ徴す る

毎月元金

均等分割

毎 月元金

均等分割

毎 月元 金

均等 fr S J

市金融経営 相談課

商 工 会 議 所

市 内 各 商 工 会

市金融経営 相談課

商 工 会 議 所

市 内 各 商 工 会

市 金融経 営相談課

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行

熊 本 信 用 金 庫

熊 本第一信用 金庫

熊 本中央信用 金庫

肥 後 銀 行

熊本7 .アミリー銀行

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信 用金庫

熊本中央信 用金庫

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行

213 ,0 0 0

30 0,0 0 0

6 0 ,00 0

年 0 .10

年 0.00

年 0.20

6 39 ,0 00

90 0 ,0 00

18 0 ,0 00

県信 用 保 証 協 会

県 信 用 保 証 協 会

県 信 用 保 証 協 会

年 0.6 5

年 0.6 0

年 0.8 0

肥 後 銀 行

熊本ファミリー寒行

熊 本 信 用 金 庫

熊 本第一信用金庫

熊 本中央信用金庫

肥 後 銀 行

熊本7 7 ミリ】銀行

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用金庫

熊本 中央信用金庫

肥 後 銀 行

熊本ファミリー銀行
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11雇用対策

ア　求人活動状況

熊本市産業開発求人対策協議会

設　　立　　昭和39年8月

目　　的　　市内中小企業者が団結し、若年技能労働力を確保するため強力な求人活動を全県に展開し、もっ

て本市産業の発展を促進する

組　　織　　建設業下請業種6団体及び和裁3企業により組織

活動状況　　県内各職業安定所を訪問し、参加企業の各職種P R活動並びに求人状況、就職者の近況等説明、

また各構成企業の初任給のアップ、従業員宿舎等、福利厚生施設の充実に努めるとともに就職後

は事業主の判断により「熊本市事業内高等職業訓練校」及び「熊本職業訓練短期大学校」に自動

的に入校、職業訓練を実施し、技能のレベルアップを図る等、労働条件の向上、定着を組織的に

推進している。

熊本雇用対策協議会

設　　立　　昭和44年3月

日　　的　　職業安定機関と緊密な連絡を保ち、産業界の必要とする労働力の確保と安定を図り、地域経済

の発展に寄与することを目的とする

組　　織

普通会員　この会の趣旨に賛同して加入申し込みのあった熊本公共職業安定所管内に所在する事業所及び業

種別団体

特別会員　熊本市・益城町・菊陽町並びに熊本商工会議所・熊本県中小企業団塔中央会

活動状況　　○新規中学、高校卒業者の確保

○勤労青少年の定着及び福祉対策

○職業安定機関との連絡の強化

イ　職業訓練

熊本市事業内高等職業訓練校

若年労働力の確保及び技能者養成を目的として、昭和39年度に建設業、製造業の10団体訓練生500人を対

象として、熊本市工芸指導所内に熊本市事業内共同職業訓練所を設置、多大の成果を収めてきた。

しかし、その後訓練生の増加により、教室実習室の不足をきたしたため、昭和44年度に熊本市工芸指導所を

廃止し、同敷地内に熊本市事業内高等職業訓練校を建設、続いて昭和48年度には同校の体育室を増設し技能者

の養成を強力に推進している。

所在地　　　南熊本3丁目8番16号

敷地面積　　　2,362.32m2

(第2校舎)　　(本館第1期工事)　　　(本館第2期工事)

建設年月　　　昭和40年5月　　　　昭和45年4月　　　　　　　昭和49年3月
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建物面積　　　464.40m2 720.50r 299.94m2

建設費　　　7,782千円　　　　　　28,765千円　　　　　　　　28,573千円

構　　造　　　軽量鉄骨2階建　　　鉄筋コンクリート2階建　　鉄骨耐火造

加入団体　　　4団体

訓練生数　　　平成10年度　31人

熊本市職業訓練センター

事業所の従業員研修、技能レベルの向上(普通訓練)、及び各種の労務相談など、広範囲な技能訓練、情報

交換の場として雇用促進事業団によって設置された施設である。

その中核として、高卒者及び高等職業訓練修了者を対象に、より高度な知識と技能を合わせもつ実践技能者

を養成する職業訓練短期大学校を、認定職業訓練校としては全国で初の試みとして昭和54年4月開校した。ま

た、時代の要請に応えるため、 Uターン者や失業者の再就職を容易にする雇用対策上の職業訓練やOA機器化

に対応したワープロ、パソコン講座等幅広い職業訓練を実施している0

管　理　主　体　　職業訓練法大　熊本市職業訓練センター

所　　在　　地　　花園7丁目19番10号

.構　　　　造　本　館　鉄筋コンクリート2階建

実習棟　鉄骨造平家建

敷　地　面　積　11,362.26m2

建　物　面　積　　延2,660m2 (本館1,093m2、実習棟1,567m2)

着　　　　　工　　昭和54年1月16日

完　　　　　成　　昭和54年8月末

開　　　　　館　　昭和54年10月

建　　設　　費　　300,000千円

事　業　内　容　　職業訓練短期大学校　　居住システム系建築科　57人
(平成10年度)

普　通　訓　練　　53コース16,283人　　自　主　講　座　　26コース　3,775人

能力再開発訓練　　9コース13,425人　　情報処理訓練　　46コース　4,818人

熊本市技能向上訓練実習場(職業訓練センター内に建設)

在職従業者の技能技術のレベルアップを図る広範囲な職業訓練の実習施設である。

設　置　主　体

管　理　主　体

所　　在　　地

構　　　　　造

建物延面積

完　　　　　成

開　　　　　場

建　　設　　費

熊本市

職業訓練法大　熊本市職業訓練センター

花園7丁目19番20号

鉄骨造平家建

300r

昭和57年3月31日

昭和57年4月1日

36,629千円(国・県・市各3分の1)
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ウ　中高年齢労働者福祉センター

中高年齢労働者等の雇用の促進と福祉の向上を図るため、職業講習、職業相談、職業情報の提供等を行うと

ともに、心身の健康保持、体力の増強及び教養、文化等のための便宜を供与することを目的とした施設である。

名　　　　　称

設　置　主　体

管　理　運　営

所　　在　　地

敷　地　面　積

建物延面積

施　設　概　要

サンライフ熊本

雇用促進事業団

財団法人　熊本中高年齢労働者福祉センター

黒髪3丁目3番12号

2,436.42m2

1,411.49m2

1階　体　育　室　396,51m2　　ホ　ー　ル127.61m2　　講　習　室　57.58m2

職業相談室　40.06m2　　更衣室、シャワー室　46.06m2

2階　和室(2部屋) 93.09m2　　研　修　室　30.75m2　　大会議室129.10m2

着　　　　　工　　昭和57年4月10日

完　　　　　成　　昭和58年1月25日

開　　　　　館　　昭和58年3月1日

建　　設　　費　　335,000千円

利　用　状　況　　延87,111人
(平成10年度)

工　熊本勤労者体育センタ-

主として中小企業に働く勤労者並びに一般市民がスポーツ活動を通じて、健康の増進と福祉の向上を図るこ

とを目的とした施設である。

設　置　主　体　　雇用促進事業団

管　理　運　営　　財団法人　熊本中高年齢労働者福祉センター

所　　在　　地　　鹿子木町53番地

敷　地　面A積　　3,636m2

建物延面積　1,450m2

施　設　概　要　　体育室1,050.0m2　　更衣室　40.5m2　　談話コーナー　25.0m2

着　　　　　工　　昭和60年9月

完　　　　　成　　昭和61年2月

開　　　　　館　　昭和61年3月

建　　設　　費　186,064千円

利　用　状　況　　延55,787人
(平成10年度)
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オ　中小企業勤労者福祉サービスセンター(平成11年4月1日中高年齢労働者福祉センター内に開設)

個々の企業のみでは実施国難な従業員に対しての各種祝金等の給付事業、レジャー、物品購入資金等の貸付

事業及び、各種レクリエーション等の福利事業を実施することにより、これらの従業員の福祉の増進を通して、

中小企業の従業員の定着を図るとともに労働力の確保に寄与することを目的としたセンターである。

発　　　　　足　　昭和49年6月1日(中小企業勤労者福祉制度)

共済掛金1人堰300円(昭56.4.ォ千度)

加　入　者　数　1,658事業所、被共済者数17,168人(平11.4.1現在)

給　付　事　業　　4,360件　36,410千円

貸　付　事　業　11件　5,300千円

(12)産業文化会館

熊本市産業文化会館は、 (丑産業の振興、 ②市民文化の振興奨励と創造的活動の助長推進、 ③地元中小企業の

共同化の推進の三つの機能を有する産業文化の拠点施設。

所在地　　花畑町7番10号

設置主体　　熊　本　市

構　　造　　鉄骨鉄筋コンクリート造地上8階地下1階

数地面積　　2,214m2

建物面積　　延床面積11,849m2　うち駐車場429m)

建設費　　総事業費　2,650,000千円

付属施設　　立体駐車場　31台

開　　館　　昭和56年3月15日

:L".な施設

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1 F

ち F

大ホール(固定席700名)

会議室(研修室)　7室

総合展示場、 (財)熊本国際コンベンション協会、熊本市消費者センター

熊本市金融経営相談課、日本貿易振興会(ジェトロ)熊本貿易情報センター、 (社)熊本県貿

易協会、熊本市商店街連令会、くまもとフアズ(秩)、 (社)熊本県バス協会、 (社)熊本産業貿

易振興協会、経済懇話室

小ホール、熊本県物産館、 (社)熊本県物産振興協会、会館管理室

(社)熊本県観光連盟、店舗(産業文化会館出店者協同組合)

熊本市観光情報センター、店舗(　　　　　　　　　　)

店舗(
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会館利用状況

区

分

午

大 ホ ー ル . 小 ホ ー ル . 会 視

議 聴

室 覚

紘

合集式 音 堅
、′三い′

演 日 請 そ

の

他

計

集式 研 講 立日 演 日 展 そ

の

他

計

会 楽 RE&
A ンノ
石 ヨ

劇 ft : 演 会 賃璽 劇 舞
m

大
∴ {

/.
演 洋

請
習 大 .

本
曇去

栄

会

演 洋
不

全

二 研

!I'"・
奉

皮 会典 1
会 曲 .lH一

こZミ
舞 会 会 典 白

会議 ▼lトト
こZミ.

舞 土 宝
) ニ土ニ

=

6
件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

139 97 15 59 32 68 410 16 244 5 3 157 7 . 3 435 3,769 261

7 139 105 7 48 15 97 4 11 12 246 3 2 120 13 8 404 3,653 257

8 160 87 19 33 37 99 435 15 234 6 5 166 8 5 439 3,720 261

9 123 100 ll 4 1 34 102 4 11 17 220 1 6 124 8 6 382 3,405 196

10 149 93 10 36 22 91 401 10 229 3 1 56 12 7 388 3,536 239

利用者状況

区

分

大 ホ ー ル 小 ホ ー ル

公 文 - 個

計

公 文 - 個

計午

皮

共 化 般 共 化 般
団 団 団

人
団 団 団

人体 体 体 体 体 体

6 1
件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

56 25 314 15 4 10 12 ll . 412 0 435

7 51 29 323 8 4 11 19 5 380 0 404

8 55 20 340 20 435 18 13 405 3 439

9 46 19 335 ll 411 ll 5 366 0 382

10 48 8 332 13 蝣10 1 6 10 372 0 388
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13　経済統計

ア　産業別市内総生産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　百万円、 %)

項 目

実 数 構 成 比 対 前 年 度 比

6 年度 7 年度 8 年度 6 年度 7 年 度 8 年度 7 年度 8 年度

i t 1 ,724 ,32 0 1 ,76 2,158 1,9 03 ,116 85 .3 85 .4 8 6 .0 2 .2 8 .0

第 1 次産業 農業 19,49 4 18 ,5 26 18 ,39 5 1.0 0 .9 0 .8 △ 5.0 △ 0.7

林業 19 3 1糾 124 0 .0 0 .0 0 .0 △ 4.6 △32 .5

水産業 2,8 58 2 ,3 22 2 ,66 7 0 .1 0 .1 0 .1 △18 .8 14 .9

小計 22 ,54 5 91 H 3 9 21 ,18 6 1.1 1.0 0 .9 △ 6.7 0 .7

第 2 次産業

鉱業 192 159 13 6 0 .0 0 .0 0 .0 △17 .0 △14 .6

製造業 185 ,4 22 5 ,556 2 41 ,70 4 9 .2 10 .0 10 .9 10 .9 17 .6

建設業 136 ,1 92 14 2 ,0 2 3 153 ,20 8 6 .7 6 .9 6 .9 4 .3 7 .9

小計 32 1,8 06 34 7 ,73 9 3 95 ,04 9 1 5 .3 16.2 17 .1 8 .1 13 .6

第 3 次産業

電気 . ガス .水道業 甘 502 4 0 ,06 9 40 ,03 7 2 .2 1.9 1 .8 △ 7.9 △ 0.1

卸売 .小売業 419 ,7 85 4 16 ,81 7 4 20 ,97 1 2 0 .8 2 0.2 19 .0 △ 0.7 1 .0

金融 .保険業 89 ,0 34 85 ,09 4 95 ,83 1 4 .4 4 ,1 4 ,3 △ 4.4 12 .6

不動産業 223 ,7 72 2 27 ,51 8 243 ,18 4 l l .1 ll .0 ll .0 1 .7 6 ,9

運輸 .通信業 116 ,3 63 119 ,21 8 130 ,8 39 5 .8 5 .8 5 .9 2 .5 9 .7

サ】ビス業 487 ,5 13 504 ,67 2 556 ,0 20 2 4 .1 2 4 .4 25 .1 3 .5 10 .2

小計 1,76 5 ,103 1 ,784 ,78 1 1 ,8 92 ,2 30 8 3 .7 8 2 .9 82 .0 1,1 6 .0

政府サー ビス生 産者 296 ,6 58 299 ,26 1 309 ,1 06 14 .7 14 +5 14 .0 0 .9 3 .3

対 家計民間非営利サ ービ夫生産者 88,4 76 2,13 3 96 ,2 43 4 .4 4 .5 4 .4 4 .1 4 .5

サービス業 88,4 76 2,13 3 9 6 ,2 43 4 .4 4 .5 4 .4 4 .1 4 .5

> st 2 ,1 09 ,4 53 2 ,153 ,55 2 2 ,308 ,4 66 10 4 .4 1 04 .3 104 .4 2.1 7 .2

(控除) 帰属利子 8,146 89 ,43 4 9 6 ,8 21 4 .4 4 .3 4 .4 1.5 8 .3

市内総生産

(市場価 格表示)
2 ,0 21 ,3 08 2 ,064 ,1 18 2 ,2 11 ,6 44 10 0 .0 1 00 .0 100 .0 2 .1 7 .1

(荏)第3次産業小計には「政府サービス生産者」 「対家計民間非営利サービス生産者」を含む
表中の計数は単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は一致しない場合がある
県統計協会速報
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イ　産業(大分類)別事業所数及び従業者数の推移(全事業所)
(平成8年事業所・企業統計調査結果)

昭 和 5 6年 - 昭 和 6 1年 - 平 成 3 年 - 平 成 8 年

産 業 大 分 類 事 業 所 数 極 業 者 数 ll * 業 所 数 L 従 業 者 数 l 事 業 所 数 I .従 業 者 数 l 事 業 所 数 l 従 業 者 数

全 産 業 3 0 ,2 42 2 7 3 ,5 98 31 ,3 4 6 2 69 ,00 5 3 3 ,88 6 3 0 9 ,74 8 33 ,3 2 3 33 1 ,4 4 6

農 林 水 産 業 30 9 9 0 80 9 79 2

非 農 林 水 産 業 3 0 2 1 2 2 7 2 ,6 0 8 3 1,3 18 2 6 8 ,1 96 33 ,8 4 8 3 0 8 ,95 6 33 ,28 5 33 0 ,7 4 8

鉱 業 14 18 9 4 5 2 4

建 . 設 業 2 ,0 7 0 2 5 ,70 9 2 ,26 5 2 2 ,2 54 2,8 0 4 2 7 ,6 2 5 2 ,8 96 29 ,9 7 3

製 造 業 1 ,4 8 2 2 6 ,54 8 1 ,3 93 2 4 ,4 80 1 ,39 6 2 7 ,9 0 0 1 ,3 83 2 7,5 7 6

電 気 . ガ ス . 熱 供 給 . 水 道 業 2 4 1 3 17 1 ,4 6 4 8 1 ,3 6 8

運 輸 . 通 信 業 2 2 ,2 18 8 6 0 19 ,7 15 96 2 18 ,8 1 7 9 7 1 1 9 ,8 8 0

卸 売 . 小 売 業 . 飲 食 店 15 ,9 8 0 9 5 ,50 5 1 6 ,0 1 4 9 2 ,7 7 5" 1 6 ,36 8 10 4 ,6 5 9 15 ,3 90 1 1 0 ,9 59

金 融 . 保 険 業 55 7 1 4 ,00 7 6 5 6 13 ,8 5 3 7 32 15 ,2 3 0 8 0 2 1 7 ,64 2

不 動 産 業 1 ,03 1 2 ,89 3 1 ,2 4 4 3 ,77 3 1 ,54 0 4 ,6 7 1 1 ,4 7 1 4 ,4 5 1

サ ー ビ ス 業 5 14 3 6 6 ,80 9 8 ,7 4 1 72 ,4 3 7 9 ,9 0 3 9 1 ,8 3 0 10 ,19 9 10 2 ,4 7 7

公 務 1 03 1 7 ,1 61 12 5 17 ,4 7 1 1 2 0 16 ,73 6 14 8 16 ,3 6 0

構 成 比

非 農 林 水 産 業 (公 務 を除 く 1 00 100 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0

鉱 業 0 .0 0 .1 一 0 .0 0 .0 叩 0 .0 0 .0

建 設 業 6 .9 10 .1 7 .3 8 .9 8 .3 9 .5 8 .7 9 .5

製 . 造 業 4 .9 10 .4 4 .5 9 .8 ー 9 .5 4 .2

電 気 . ガ ス . 熱 供 給 .水 道 業 0 .1 0 .6 ー 0 .5 0 .1 0 .6 0 .1 0 .4

運 輸 . 通 信 業 2 .7 8 .7 2 .8 7 .9 o q 6 .4 2 .9 6 .3

卸 売 . 小 売 業 . 飲 食 店 5 3 .1 3 7 .4 5 1 .3 37 .0 S .5 35 .8 4 6 .4 3 5 .3

金 融 . 保 険 業 1 .9 5 .5 2 .1 5 .5 2 .2 5 .2 2 .4 5 .6

不 動 産 業 3 .4 1 .l l .5 4 .6 1 .6 4 .4 1 .4

サ ー ビ ス 業 2 7 .0 28 .0 2 8 .9 ー 3 1 .ー 30 .8 3 2 .6

対 . 前 回 増 加 数

全 産 業 2 ,9 56 2 9 ,0 27 1 ,10 4 4 ,59 3 2 ,5 4 0 4 0 ,74 3 △ 56 3 2 1 ,6

農 林 水 産 業 △ 14 △ 19 △ 2 △ 18 1 1 0 △ 17 0 △ 9 4

非 農 林 水 産 業 2 ,9 70 2 9 ,0 46 1 ,10 6 △ 4 ,4 12 2 ,5 3 0 4 0 ,7 60 △ 56 3 21 ,7 9 2

鉱 業 2 △ 28 △ 7 △ 14 4 △ 1 △ 2 1

建 設 業 1 ,4 84 19 5 △ 3 ,45 5 5 3 9 5 ,3 7 1 2 ,3 4 8

製 造 業 △ 4 8 0 △ 8 9 △ 2 ,06 8 3 ,4 2 0 △ 13 △ 3 24

電 気 . ガ ス . 熱 供 給 .水 道 業 2 4 8 △ 1 1 △ 1 76 7 1 △ 96

運 輸 . 通 信 業 11 8 1 ,7 1 7 52 △ 2 ,5 03 10 2 △ 1 ,0 63

卸 売 . 小 売 業 . 飲 食 店 10 ,0 0 2 34 △ 2 ,7 30 3 54 1 1,8 △ 9 78 6 ,3 00

金 融 . 保 険 業 5 3 2 ,12 2 △ 154 76 1,3 7 7 7 0 2 ,4 1 2

不 動 産 業 2 16 4 6 5 2 1 3 2 9 6 △ 6 9 △ 2 20

サ ー ビ ス 業 8 3 1 1 1 ,8 5 ,6 1 ,1 6 2 19 ,3 2 9 6 10 ,6 4 7

公 務 △ 2 2 31 0 △ 5 △ 73 5 △ 3 7 6

対 前 回 増 加 率

全 産 業 10 .8 11 .9 3 .7 △ 1 .7 8 .1 15 .1 △ 1 .7 7 .0

農 林 水 産 業 △ 3 1 .8 △ 1 .9 △ 6 .7 △ 18 .3 35 .7 △ 2 .1 0 .0 △ 1 1 .9

非 農 林 水 産 業 10 .9 11 .9 3 .7 △ 1 .6 15 .2 △ 1 .7 7 .1

鉱 業 16 .7 △ 12 .9 △ 5 0 .0 △ 7 6 .2 △ 14 .3 △ 4 6 .7 16 .7 1 5 8 .3

建 設 業 2 1 .2 6 .1 9 .4 △ 13 ー 2 3 .8 2 4 .1 3 .3 8 .5

製 造 業 △ 0 .6 △ 6ー0 △ 0 .2 14 .0 △ 0 l9 △ 1 l2

電 気 . ガ ス . 熱 供 給 .水 道 業 3 .2 △ 4 5 .8 △ 1 1.2 3 0 .8 5 .1 5 .9 △ 6 .6

運 輸 . 通 信 業 1 7 .1 8 .4 6 .4 △ 1 1 .3 1 1 .9 △ 0 .9 5 .6

卸 売 . 小 売 業 . 飲 食 店 9 .6 1 1 .7 0 .2 △ 2 .2 12 .8 △ 6 .0 6 .0

金 融 . 保 険 業 1 0 .5 1 7 .9 17 .8 △ 1 .1 11 .6 9 .9 9 .6 15 .8

不 動 産 業 1 9 .2 0 .4 2 3 .8 2 3 .8 △ 4 .5 △ 4 .7

サ ー ビ ス 業 1 1 .4 2 1 .7 7 .3 8 .4 13 .3 3 .0 1 1 .6

公 務 △ 2 .8 5 .3 2 1 .4 △ 4 .0 △ 4 .2 2 3 .3 △ 2 .2

(荏)昭和61年に産業分類の改定が行われたので、昭和56年は可能な限り組替えている
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ウ　商　　　業

業種別商店数・従業員数・年間販売額
(平成6年商業統計調査結果)

産 業 分 類

商 店 数 従 業 者 数 年 間 商 品 販 売 額

平 成 3

年 実 数

平 成 6 年 平 成 3

年 実 数

平 成 6 年 平 成 3

年 実 数

平 成 6 年

実 数 構 成 比 実 数 構 成 比 実 数 構 成 比

合 計

店 店 % 人 人 % m ¥ 万 円 %

1 1 ′90 2 10 ′9 64 76 ,2 5 3 7 6 ,8 6 5 3 25 ′4 6 1 ′3 8 1 3 03 ′9 1 1′7 20

卸 売 業 計 3′23 7 3 ′0 5 8 10 0 .0 33 .6 3 0 33 ′1 03 100 .0 2 44 ′5 3 6 ′4 54 2 22 ,9 8 9 ,0 52 1 00 .0

4 8 1 各 種 商 品 卸 売 業 5 b 0 .2 ∫ 1 2 5 0 .4 、r 1,98 8 ,7 83 0 .9

4 9 1 繊 維 品 卸 売 業 3 2 2 6 0 .9 lt: ▼r ∫ ∫ ∫ .r

4 9 2 衣 服 . 身 の 回 り 晶 卸 売 業 16 8 15 9 5 .2 1,4 0 2 1 ,44 2 4 .4 5 ,2 8 4 ,4 45 4 ,8 7 0 ,8 80 2 .2

5 0 1 農 畜 産 物 .水 産 物 卸 売 業 38 7 3 5 9 1 1 7̀ 4 ,6 2 5 4 ,44 1 13 .4 3,3 3 2 ,6 04 5 1,30 8 ,5 20 23 .0

5 0 2 食 料 . 飲 料 卸 売 業 4 18 3 7 7 1 2 .3 4 ,6 6 5 4 ,94 2 14 .9 3,6 2 1 ,9 17 33 ,4 3 8 ,8 94 15 .0

5 1 1 埠 築 材 料 卸 売 業 39 2 3 28 1 0 .7 3 ,5 2 4 3 ,1 19 9 .4 18 ,78 3 ,7 28 16 ,90 6 ,5 45 7 .6

5 1 2 化 学 製 品 卸 売 業 9 8 8 9 2 .9 7 7 3 69 台 2 」. 5 ,5 3 4 ,3 03 5 ,53 9 ,7 79 2 .5

5 13 鉱 物 . 金 属 材 料 卸 売 業 . 9 0 b ( 2 .2 8 6 3 80 1 2 .4 10 ,14 5 ,6 57 7 ,67 6 ,3 96 3 .4

5 14 再 生 資 源 卸 売 業 5 9 4 2 1 .4 4 3 3 38 9 1 .2 1,0 1 8 ,7 92 78 6 ,8 0 1 0 .4

52 1 一 般 機 械 器 具 卸 売 業 45 5 3 8 2 1 2 .5 4 ,2 8 9
0 ,0 10 .2 22 ,4 6 6 ,1 18 18 ,18 4 ,3 88 8 .2

5 2 2 自 動 車 卸 売 業 12 4 1 49 4 .9 2 ,8 0 4 0 Q 8 .7 20 ,4 0 6 ,9 50 19 ,34 1 ,3 02 8 .7

5 23 電 気 機 械 器 具 卸 売 業 19 6 2 38 7 .8 2 ,2 9 7 2 ,42 4 7 .3 16 ,8 1 6 ,9 13 16 ,76 5 ,7 2 5 7 .5

5 29 そ の 他 機 械 器 具 1 11 1 28 4 .2 9 8 6 1 ,06 0 3 .2 5 ,8 6 5 ,9 85 4 ,78 3 ,167 2 .1

5 3 1 家具 .建具 . じゆう器等卸 売業 13 2 1 52 5 ,0 8 5 4 1 ,14 5 3 .5 3 ,9 6 5 ,0 37 4 ,95 7 ,4 95 2 .2

5 3 2 医 薬 品 .化 粧 品 等 卸 売 業 26 5 1 79 5 .9 Q 9 ^ 9 3 ,04 2 9 ー2 23 ,3 9 3 ,6 89 22 ,22 9 ,0 57 10 .0

5 -a

53 3 代 理 商 、 仲 立 業 卸 売 業 4 1 0 .0 1 9 ∫ .£ - -

5 39 他 に分 類 され な い 卸 売 業 30 1 3 76 11 3 2 ,5 0 2 2 ,97 8 9 .0 12 ,3 4 5 ,1 90 13 ,0 3 5 ,88 4

小 売 . 業 計 8′6 6 5 7 ′9 06 1 00 ′0 4 2 ′6 2 3 4 3 ′76 2 100 .0 80 ′9 2 4 ′9 27 8 0 ′9 2 2 ′6 68 1 00 .0

5 4 各 種 商 品 小 売 業 2 1 27 0 .3 3 ,1 1 7 3 ,34 3 7 .6 14 ,6 0 7 ,04 7 15 ,17 6 ,7 53 18 .8

5 5 織 物 .衣服 .身の回 り品小売業 1,3 6 7 1 ,3 04 16 ー5 5 ,5 4 3 4 ,99 7 ll .4 9 ,8 8 1 ,1 67 8 ,6 5 2 ,3 95 10 .7

5 6 飲 食 料 品 小 売 業 3 ,19 5 2 ,9 2 1 36 .9 14 ,3 16 ,29 0 37 .2 21 ,0 2 6 ,0 15 22 ,7 7 7 ,7 96 28 」l

5 7 自 動 車 . 自 転 車 小 売 業 5 4 4 4 93 6 .2 3 ,2 0 2 2 ▼糾 6 6 .7 10 ,0 0 3 ,9 5 1 8 ,5 7 0 ,5 0 1 10 .6

58 家 具 . じ ゆ う 器 .

家 庭 用 機 械 器 具 小 売 業 8 3 0 一 68 4 8 .7 3 ,5 64 2 ,9 6 .7 6 ,9 3 0 ,8 28 6 ,4 6 9 ,5 4 1 8 .0

5 9 そ の 他 の 小 売 業 2 ,7 0 8 2 ,4 77 3 1 .3 12 ,8 6 1 13 ,2 4 8 3 0 .3 18 ,4 7 5 ,9 19 19 ,2 7 5 ,6 82 23 .8

飲 食 店 2 ,4 2 5 2 ,40 7 12 ,1 6 5 iq oo olo .Z / o 5 ,5 5 0 ,4 75 6 ,8 2 2 ,5 13

(荏)平成3年・平成6年欄の飲食店については、それぞれ平成元年、平成4年商業統計調査結果の数値による
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工　工　　　業

産業別事業所数・従業者数・製造品出荷額等
従　　業　　者
4人以上の事業所

(平成8年工業統計調査結果)

産 業 中 分 類

蝣* 蝣 T'H tt 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 額 等

平 成 7

年 実 数

平 成 8 年 平 成 7

年 実 数

平 成 8 年 平 成 7 .

年 実 数

平 成 8 年

実 数 構 成 比 蝣M # 構 成 比 実 数 構 成 比

総 数

食 料 品 製 造 業

7 9 0

24 3

7 4 1

2 3 2

% ノし ノし いい 万 円 >j l'J %

1 0 0 .0

3 1 .3

2 1 ,4 4 3

5 ,8 1 1

2 0 ,7 9 8

5 ,6 7 9

1 0 0 .0

2 7 .3

5 6 ,3 4 4 ,5 2 8

l l ,0 2 2 ,1 54

6 1 ,0 0 5 ,6 9 4

l l ,1 4 0 ,3 2 5

1 0 0 .0

18 .3

飲 料 . 飼 料 . た ば こ製 造 業 1 2 1 0 1 .3 4 9 7 4 8 3 2 .3 2 ,9 2 4 ,1 0 3 2 ,9 8 9 ,4 5 5 4 .9

繊 維 工 業 9 8 1 .1 9 4 6 6 6 .3 7 1 ,5 3 2 7 4 ,3 9 3 0 .1

衣 服 - そ の他 の繊維 製品製造 業 4 8 4 5 6 .1 9 9 5 7 9 0 3 .8 5 0 7 ,3 76 4 1 9 ,3 9 0 0 .7

木 材 . 木 製 品 製 造 業 2 2 1 9 2 .6 2 2 7 2 0 1 0 .9 3 8 6 ,2 8 9 3 7 3 ,2 0 3 0 .6

家 具 . 装 備 品 製 造 業 4 7 4 6 6 .2 6 4 3 6 0 4 2 .9 8 3 5 ,2 69 8 1 1 ,1 4 0 1 .3

パ ル プ .紙 .紙 加 工 品 製 造 業 1 3 1 3 .8 2 3 5 2 4 1 1 .2 4 0 0 ,0 4 8 4 3 5 ,1 7 2 O ."i

出 版 . 印 刷 . 同 内 達 産 業 1 1 8 1 1 0 14 .E 2 ,5 9 2 2 ,5 7 2 1畠.4 4 ,10 8 ,2 9 0 4 ,3 1 3 ,2 1 0 7 .1

化 学 工 業 . 7 8 1 .1 9 9 7 1 ,1 2 4 5 .4 2 ,7 7 4 ,9 34 2 ,7 0 9 ,7 5 0 4 .4

石 子由製 品 . 石 炭 製 品 製 造 業 1 .. 1 0 .1 .T ▼r 二℃ .て 二℃ .V

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 1 3 l l 1ー5 2 7 5 2 6 0 1 .3 4 6 9 ,1 8 9 4 1 1 ,7 9 4 A.

ゴ ム . 製 品 製 造 業 3 3 0 ー4 3 6 7 3 6 5 1 .8 4 2 9 ,9 5 2 3 6 4 ,1 3 6 0 .6

なめ し草 . 同 製品 . 毛皮製 造業 2 2 0 .3 3= V ユ. ニC .r ユ;

窯 業 . 土 石 製 品 製 造 業 4 1 3 7 5 .0 7 9 0 7 5 7 3 .6 1 ,4 7 8 ,4 4 6 1 ,3 7 6 ,4 1 6 2 .3

鉄 鋼 業

非 鉄 金 属 製 造 業

金 属 製 品 製 造 業

8

7 2

7

6 7

0 .9

9 ,0

1 4 9

1 ,2 1 1

6 4

1 ,1 7 0

0 .3

5 .6

3 2 1 ,3 4 7

2 ,3 2 2 ,4 0 7

1 0 7 ,2 8 3

2 ,2 7 3 ,5 6 2

0 .2

3 .7

一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 1 3 0 4 .0 1 ,0 7 8 1 ,0 3 5 5 .0 1 ,55 6 ,4 7 1 1 ,4 8 7 ,6 3 9 2 一4

電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 5 2 4 3 .2 4 ,7 3 6 4 ,6 9 3 2 2 .6 2 5 ,78 8 ,2 9 9 3 0 ,7 6 5 ,4 0 9 50 .4

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 6 6 0 .8 1 6 5 1 6 7 0 .8 2 0 9 ,7 2 1 2 18 ,6 5 1 0 .3

精 密 機 械 器 具 製 造 業 6 5 6 .7 7 8 5 9 0 .2 6 7 ,0 04 7 2 ,2 8 1 0 .1

そ の 他 の 製 造 業 6 3 5 7 I .I 4 5 9 4 1 9 2 .0 5 7 1 ,6 4 9 5 7 0 ,4 1 1 0 .9

オ　規模別事業所数・従業者数・製造品出荷額等 ほ人以孟事業割
(平成8年工業統計調査結果)

規 模

事 業 所 数 従 業 者 . 数 . 製 造 品 出 荷 額 等

平 成 7 年

実 数

平 成 8 年 平 成 7 年

実 数

平 成 8 年 平 成 7 年

実 数

平 成 8 年

実 数 構 成 比 実 数 ・,,'j;-¥ L 実 数 構 成 比

総 数 7 90 7 4 1
% V V % 万 円 万 円 %

10 0 .0 2 1,4 4 3 20 ,7 98 10 0 .0 5 6 ,3 44 ,52 8 6 1 ,0 0 5 ,6 94 100 .0

4 ～ 9 人 4 17 3 86 5 2 .1 2 ,4 6 4 2 ,33 5 ll .2 2 ,4 14 ,05 0 2 ,3 3 5 ,2 05 3 .8

10 - 19 人 1 62 14 9 2 0 .1 2 ,2 3 0 2 ,0 54 9 .9 3 ,0 15 ,4 4 3 2 ,8 5 6 ,9 72 4 .7

20 - 2 9 人 95 97 13 .1 '!.;!:ill 2 ,39 6 ll .5 3 ,5 19 ,07 9 3 ,6 5 0 ,5 8 1 6 .0

30 - 4 9 人 38 35 4 .7 1,4 6 7 1,3 78 6 .6 2 ,4 2 1,5 12 2 ,3 8 3 ,04 2 3 .9

50 - 9 9 人 52 4 9 6 .6 3 ,6 8 3 3 ,48 6 16 .8 8 ,7 84 ,53 7 8 ,6 6 6 ,44 8 14 .2

10 0 - 19 9 人 13 12 1 .6 1,6 17 1,53 0 7 .4 9 ,9 03 ,82 7 12 ,6 5 7 ,3 39 20 .7

2 0 0 - 29 9 人 6 6 0 .8 1,3 6 4 1,3 27 6 .4 3 ,184 ,52 6 3 ,2 6 2 ,7 5 1 5 .3

3 0 0 - 4 9 9 人 5 5 0 .6 二r ∫ I .r .ど ∫

5 00 人 以 上 2 2 0 .2 j: ∫ I ∫ .ど ∫
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2　農　林　水　産　業

(1)概　　　況

本市の農林水産業は、全国的に有数の産地であるなす・メロン・スイカなどの野菜、米をはじめとし、みか

ん・梨などの果樹、花き、畜産などの豊富な基幹作目を有した多種多様な農業と有明海沿岸におけるノリ、魚

介類等の海産物に加え、地下水を利用した錦鯉等の水産業からなっている。

いずれも都市近郊という立地的優位性、地域性を活かし、農業においては、市街化区域内、北部水田・畑作、

北西部中山間、南・西部水田、南・東部水田、東部畑作地帯に区分され特色ある経営が行われ、農業租生産額

は、全国有数の地位を保っている。

しかしながら、本市の農業も、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意後の急速な国際化の進展や新食糧法

における米をめぐる諸情勢の変化、更には、新農業基本法(食料・農業・農村基本法) -の対応など、大きな

転換期を迎えている。

また、水産業は、漁場環境の変化や漁業者の減少、高齢化、価格の低迷などの問題を抱えている。

このような中で、平成17年を目標にした「熊本市農業振興計画」に基づき長期的な展望に立った経営の自立

安定と国際化社会に対応できる生産性・収益性の高い農・漁業の実現に向け、土地基盤や漁港・漁場の整備、

更に意欲のある担い手の育成や生産組織の育成のための各種支援システムの整備、流通販売方法・産地体制の

確立、生活環境の整備など、新たな時代に対応した市民と共存できる魅力ある都市農業と水産業の構築を図っ

ている。

ア　農家戸数と農業就業人口

∴ 農 家 戸 数 農業就業 人 口 専 業農家 戸数
兼 業 農 家 戸 数

1 兼 2 兼 計

6 7 ,03 1 13 ,9 51 2 ,17 1 1,78 7 3 ,0 7 3 4 ,」

7 6 ,8 57 1 3 ,5 38 2 ,11 5 1,76 9 2 ,9 7 3 4 ,74 2

8 6 ,6 84 1 3 ,126 2 ,06 0 1,75 0 2 ,8 7 4 4 ,62 4

9 6 ,5 1 1 1 2 ,7 14 2 ,00 5 1,73 1 2 ,77 5 4 ,50 6

10 6 ,3 38 1 2 ,3 0 1 1 ,95 0 1 ,7 12 2 ,67 6 4 ,38 8

(荏)農林業センサス結果に基づく推計

イ　農地面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　ha)

区 分

年 度
総 経 営 耕 地 面 積 水 田

蝣till

普 通 畑 樹 園 地 計

6 - 7 ,8 78 4 ,943 1 ,150 1 ,78 5 2 ,9 3 5

7 7 ,7 8 1 4 ,t 1 ,12 2 1 ,79 0 2 ,9 1 2

8 7 ,t 4 ,79 5 1 ,09 5 1 ,79 0 2 ,8 8 5

9 7 ,5 79 4 ,72 1 1,06 8 1 ,79 0 2 ,8 5 8

10 7,4 77 4 ,64 6 1,04 1 1 ,79 0 2 ,8 3 1

ウ　林野面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　ha)

去鐙
総 面 積 国 有 林

民 有 林

用材林 薪炭林 竹 林 特殊林 要造林地 そ の 他

6 3,915 1,284 2,631 545 1,590 449 2 45 -
7 3,891 1,260 2,631 545 1,590 449 2 45 -
8 3,915 1,284 2,631 545 1,590 449 0 45 -
9 u 1,284 2,610 535 1,582 446 2 45 -

10 u 1,260 2,606 535 1,580 444 2 46 -
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工　民有林の樹種別面積と蓄積

吉 鍔 用 材 林 薪 炭 林 竹 林 特 殊 林 要造林地 その他

面積 蓄 積 面積 . 蓄 積 面積 蓄 積 面積 蓄 積 面積 面 積

6
ha m3 ha m 3 h a 束 ha m3 ha h a

54 5 146 ,76 1 1,59 0 2 2 2 ,5 34 4 49 4 94 ,92 0 2 4 5

7 54 5 153 ,37 3 1,59 0 2 2 5 ,3 9 9 4 4 9 4 94 ,78 8 2 - 4 5 -

8 54 5 159 ,90 3 1,59 0 2 2 8 ,19 7 4 4 9 4 94 ,78 8 2 - 4 5 -

9 5 35 163 ,30 1 1,58 2 2 2 9 ,7 14 4 16 48 9 ,4 9 4 2 - 4 5 -

10 5 35 169 ,6 14 1,58 0 2 3 2 ,3 5 9 444 4 97 ,39 5 2 - 4 6 -

オ　農業生産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(市農林水産振興総室調)

吉鍔 水 稲 陸 稲 麦 雑 こ く

作付面積 :k & m il'・. 生 産 額 作付面積 生 産 額 作付面積 生 産 額

6
. ha 百万円 ha 百万円 ha 百万円 ha h ~>jT
4,145 7,381 31 101 43 122 92

7 3,661 5,429 2 - 91 41 107 66

8 3,544 5,921 2 - 94 45 109 67

9 3,518 5,036 1 - 89 31 110 60

10 3,319 5,333 1 - 82 10 116 56

野 菜 花 き 樹 芸 果 樹 工 芸 作 物

作付面積 生産額 作付面積 生産額 作付面積 生産額 作付面積 生産額 作付面積 生産額

ha 百万円 ha I'P JI1 ha 百万円 ha 蝪>I R ha 百万円
2,257 22,132 59 1,866 35 . 212 1,911 7,833 18 117

2,251 22,095 59 1,677 35 212 1,904 7,293 17 93

2,247 20,669 55 1,610 19 167 1,897 6,755 14 82

2,243 19,349 56 1,596 17 164 u 4,716 14 79

2,237 21,558 56 1,627 15 219 1,877 7,483 13 70

畜産戸数
酪 農 肉 用 牛 秦. 豚 局

飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額

戸 頭 百万円 顔 百万円 演 蝪'J 頭 百万円
192 4,287 1,874 1,893 578 6,949 388 489 479

178 4,151 1,893 1,749 578 6,307 394 408 383

173 4,210 1,968 1,567 558 5,768 367 474 245

168 4,006 1,982 1,610 502 5,425 371 404 222

153 3,807 1,872 1,854 496 5,388 305 376 245

養 鶏 めん山羊 .養蜂
生 産 額 合 計

飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額

羽 百万円

-

百万円 ~¥h
111,100 226 196 43,417

107,150 237 - 176 40,567

104,750 252 - 183 38,889

107,270 279 - 158 34,545

96,350 217 - 157 39,648
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力　漁業経営体数及び漁船数

区分
漁 業 経 営 体 数

漁 船

午 (動 力 船 )

5 1,054 1,435

6 1,113 1,459

7 1,029 1,443

8. 1,012 1,410

9 1,003 1,346

キ　漁業生産額

∵ 乾 ノ リ 貝 藻 類 海 水 魚 淡 水 魚

生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額

6
* ft 百万円 .t rP ill1 t Tih'V t 百万円

501,452 4 ,943 548 294 1,371 u 59 92

7 554,429 4 ,317 499 168 1,151 1,819 52 76

8 538,807 4 ,541 425 215 1,214 1,672 52 83

9 548,197 5,697 711 270 915 961 51 83

10 517,513 5,431 - - T - - -

(ft)平成10年の数億については乾ノリを除くものは未確定につき掲載していない

ク　農業協同組合　　　　　　　　　　　　　　　　(平成11年4月現在)

名 称 組 合 員 数 .設 立 年 月 日

熊 本 市 農 業 協 同 組 合 16,975人 平 4. 4. 1

熊本市中央酪農農業協同組合 16人 昭36 . 8.31

ケ　漁業協同組合　　　　　　　　　　　　　　　　(平成11年5月現在)

名 : 称 組 合 員 数 設 立 年 月 日

河 内 漁 業 協 同 組 合 242人 昭24 . 8. 5

桧 尾 漁 業 協 同 組 合 107 24 . 6.15

小 島 漁 業 協 同 組 合 288 24 . 6.15

沖 新 漁 業 協 同 組 合 457 24 . 7. 4

畠 口 漁 業 協 P同 組 合 210 24 . 9.27

海 路 口 漁 業 協 同 組 合 420 25. 5.17

川 .口 漁 業 協 同 組 合 438 24ー4 . 9

熊 本 市 漁 業 協 同 組 合 150 24 . 4 .22
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(2)主要事業

ア　農林関係

農業振興地域整備促進事業

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の健全な発展を図るための総合的な計画として農業

振興地域整備計画を策定しているが、新農政プラン、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意、新食糧法の

施行などの新たな農業情勢の変化に伴い、平成8年から平成9年にかけ同計画の全体見直しを実施し、平成

10年に県の認可を受けたものである

策定内容

①　農用地利用計画　　　　　　　　(参　農業生産基盤の整備開発計画

(彰　農業近代化施設の整備計画　　　(り　生活環境施設の整備計画

(9　規模拡大・農用地等の効果的利用促進計画　など

特色ある農業振興(熊本市地域農業活性化支援)事業

農業従事者の高齢化・農業後継者の減少等の現状の中で、本市においても各地域において農業の活力が低

下してきている。

このような現状を打開していくためには、地域農業者自らの発案と創意工夫により、地域の特性と特色を

生かした、将来に希望の持てる地域農業を確立していく必要がある。

そこで、本市の農業地域の中から発展の可能性を秘めたモデル地区を選定し、地域農業の将来ビジョンを

地域農業者と農政関係者との共同作業(ワークショップ)で模索しながら、地域農業活性化のための具体的

な計画を策定する

農業経営基盤強化促進対策事業

経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成とこれらの農業経営が地域の農業生産の相当部分を

担うような農業構造の確立に努めるため、農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者の掘り起こしの促進

と当該農家-の円.滑な農用地の利用調整活動を推進する

事業内容

○基本構想実践活動事業(アクションプログラムを計画的に展開)

○経営改善支援活動事業(情報ネットワークの構築・認定農業者の経営相談・指導の実施)

○農用地利用調整特別事業(認定農業者に対する農地流動化を図るための推進員活動)

農業法人育成支援事業

農業経営の法人化は、地域農業を担う企業的感覚を持った農業者を育成する有効な手段である。

このため、法人設立のための法律等の研修会や相談会を実施することで本市農業者の法人化を促進するも

の
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土壌病虫検査室　分析・診断事業

農業生産指導の一環として、科学的面からの土壌・堆肥・作物体の各種肥料成分等の分析・病害虫診断を

実施して、農業生産の向上に寄与する

①土壌養分分析　　　　　②農業用水・養液分析

③作物体・堆肥等分析　　(り病害虫診断_

⑤その他

分析実績

項 目 年 度 6 7 8 9 . 10

土 壌 養 分 .分 析 7 5 5 7 2 9 8 67 78 5 1 ,0 66

農業用水 . 養液分析 8 2 6 8 76 15 1 8 7

作 物体 .堆肥 等分析 19 1 9 6 9 4 0

病 害 虫 診 断 5 5 8 2 3 1 6 4 84

そ の 他 5 9 7 8 42 4 7 4 04

計 9 7 0 9 7 6 1 ,0 22 1 ,0 56 1 ,6 8 1

環境にやさしい農業推進事業

自然環境に与える負荷を軽減し持続的な農業を確立するため、環境にやさしい農業を推進し、新鮮かつ安

全な農産物の生産振興を図る

・有機農業の推進　　環境保全型病害虫防除対策事業

・肥料散布の適正化　主要作物の施肥改善により、過剰施肥による連作障害の防止と施肥窒素の地下水-の

影響について調査

生産者の組織化を図り、総合的な土作り対策を実施

・農業関連廃棄物の適正処理とリサイクル推進

廃プラスチック、肥料袋、農薬瓶などの適正処理推進

・ふん尿処理の適正化

家畜ふん尿処理の適正化

省力・低コスト稲作技術確立対策事業

安定した稲作経営を確立するため、水稲栽培技術体系における省力・低コスト化実現のため、乾田不耕起

直播栽培について、栽培実証試験を行い、その実用性・収量性・コスト性・作業性について検討し技術の確

立を行っている

緊急生産調整推進対策事業

平成10年度から緊恵生産調整推進対策を実施している。 (平成11年度まで)

これは、平成7年11月に新食糧法が施行されたことを受けて、米の需要と価格の安定を図るための生産調

整の着実な実施を目的として推進するものである
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年 度

区 分
6 7 8 9 10

転 .作 等 目 標 面 積 (h a ) 1,513 1,7 19 l ,fc l.fc 2,25 4

控 除

面 積

転 換 畑 .等 (h a )
- - 2 5 2 5 -

加 工 用 米 契 約 面 積 (ha )
- -

9 7 6 7 -

控 除 後 目 標 面 積 (h a )
- -

1,7 5 8 1,78 8 -

転 作 等 実 施 面 積 (h a ) 1 ,54 0 1 ,7 72 l,t 1 ,6 79 1 ,9 2 6

転 作 (h a ) 1 ,2 67 1 ,6 1 0 l,t 1,6 79 U

加 工 用米 面 積 h a ※ 2 73 16 2 - - 6 3

実 施 農 家 数 (戸 ) 4 ,4 80 4 ,6 6 4 4 ,6 27 4 ,6 4 ,74 8

達 成 率 ( % ) 10 1 .8 10 3 .0 96 .3 93 .9 8 5 .4

※平成7年度までは他用途利用米

農漁業後継者の育成

農漁業後継者育成対策として、各後継者クラブに対する組織育成やリーダー養成をはじめ、経営管理能力

向上のための研修会や国際的感覚の滴養、幅広い視野と創造力を有する農漁業後継者の育成のため、各種事

業を実施している。

また農・漁業後継者結婚祝金の支給や機械、施設等の設置に対する融資制度を実施している

みかん実験農場

所　在　地　　松尾町上松尾字筒井1093番地2

面　　　積　　総面積　3.5ha (圃場2ha :原野他1.5ha

植栽本数　　早生温州156本　　雑　　柑149本

普通温州179本　　落葉果樹171本

施　　設　管理棟　　1棟　97.05m2 (事務室14.9m2、実験室29.15m2、研修室53.0m2)

ガラスハウス　1棟　44.7h

事業概要　優良品種選定のための温州みかん、中晩相、落葉果樹の試作展示

普及奨励品種の栽培実証展示国の設置

優良品種の穂木供給のための無病母樹の養成

研修、講習、講演会等の実施

複生母樹園の設置

学童、幼児を対象としたみかん狩り

実験室及びガラスハウス建設

(バイオテクノロジーを応用した新品種の育成と普及を図る)

くまもと春の植木市

四百数十年の歴史をもつ本市恒例の「くまもと春の植木市」は、熊本に春の訪れを告げる風物詩として、

また緑の祭典として市民に親しまれている
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平成11年実施状況

開催期間　2月1日(月)「3月10日(水) 38日間

場　　　所　　熊本市白川橋際(本山町白川河川敷)

面　　　積　　約42,300m2 (会場)

うち駐車場13,000m2

展示中間数　　約640小間( 1小間当たり10m2)

うちビニールハウス224小間

出展品目　　庭園樹(大物、小物)・盆栽・草花・庭石・造園・鉢類・石灯ろう・観賞魚等(約100万点)

出展業者　　210業者

市民農園

市民農園は、遊休農地を有効利用して自家用野菜や花をつくるなど、市民が農業との関わりを持てる場を

提供し農業に対する理解を深めてもらうとともに、利用者のレクレーションの場や高齢者の生きがいづくり

の場として、市街化区域内の農地を利用して58年度より開設している

利用料金1区画(15m2) 5,000円
(平成11年4月現在)

名 称 所 在 地 区画数 名 称 所 在 . 也 区画 数

月 出山市民農 園 月 出 3 丁 目 2 108 桜 木市民 草園 桜 木 4 丁 目 3 4 8

上江津 // 江津 2 丁 目505 78 柿 原 /y 花 園 7 丁 目44-57 4 2

島 崎 // 島崎 2 丁 目 5 39 川 尻 // 八 幡 11丁 目15 . 4 6

麻 生 田 // 清水 町麻 生田 169 3 7 L! 鶴 羽田 // 鶴 羽田 町11 17 6 7

ffi 帯 山 7 丁 目 71

イ　畜産関係

畜産総合対策事業

国際化時代に十分対応し得る農家を育成し、品質の向上と経営の改善を推進している。そのために種畜・

家畜の導入、受精卵移植の推進、子牛・子馬の生産奨励、各種疾病予防のための検査の補助を実施している

畜産基盤再編総合整備事業

畜産の主産地地域において畜産生産の核となる経営を創出するため、飼料畑の造成整備を中心に畜舎移転、

機械の整備、糞尿処理施設の整備等を行い、中核的畜産農家の育成強化を図っている

ウ　水産関係

漁家経営安定対策事業

漁家経営の近代化及び安定化を図るため、制度資金の円滑な活用を図ると共に市振輿資金の貸し付けによ

り、優良種苗の導入、漁船の建造、養殖設備の近代化等を促進している
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資源増殖対策事業

有用水産類資源の増殖を図るとともに漁家経営の向上を目指すため稚魚の放流と椎貝の散布を推進してい

るoまた、アサリ保護施設の設置補助やノリの養殖技術の指導普及により漁業生産の向上と経営の安定に努

めている

漁港整備事業

漁業の基盤である漁港施設の整備や快適で潤いのある漁港環境整備のため、漁港関連事業を実施している。

主な事業

・塩屋漁港修築事業(平成6 -13年度)県営

・海路口漁港改修事業(平成6 -13年度)

・四番漁港環境整備事業(平成6 -13年度)

・天明漁港局部改良事業(平成10-12年度)

漁港施設

区分

名称
所 在 地 種 別

現 有 施 設 延 長
登 録漁船 数 利用漁船 数

外 か く施設 けい留 施設

沖 新 漁 港 沖新 町 第 1 種 8 9 5 - m 1 24 2 1

四 .番 漁 港 沖新 町

畠 口町 '/ 1 ,43 4 74 0 3 16 44 0

海 路 口 漁 港 海路 ロ町 ノク 1 ,63 8 23 7 7 3 73

天 明 漁 港 川 口町 /y 13 4 67 3 4 0 1 40 1

計 4 ,10 1 1 ,65 0 9 14 93 5

漁場環境保全事業

漁場の実態を把握し漁場環境の変化に対応した適切な漁場管理と資源増殖を図るための環境調査を行って

いる

工　耕地関係

一般土地改良事業

都市化の進展に伴う専嚢農家の減少と兼業化の進行及び高齢化や労働力の減少による農地利用率の低下、

さらに都市排水の増大等により農業用排水路の機能が低下しているため、支線用排水路の整備を積極的に推

進し、農業生産基盤の確立を図っている

農業農村環境整備事業

農業農村地域においでl央適で安全な生活環境を確保するため、豊かな緑などの自然環境と生態系保全にも

配慮するなか、集落内及び周辺の用排水路や農道の整備を行い、ゆとりと潤いのある住環境づくりを図って

いる
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用排水路整備特別対策事業

農地及び農業用施設の災害を未然に防止する湛水防除事業の進捗に伴い、その効果を一層高めるため幹線

用排水路を整備し、排水機場及び関係河川-の円滑なる流下促進を図っている

かんがい排水事業(県営)

地区名

区分
白 河 下 流 地 区

総 事 業 費 1,589,584千円

事 業 量 L = 8,700m ポ ンプ 2 台

事 業 年 度 昭和63～平成11年度

受 益 面 積 803h a

ほ場整備(担い手) (県営)

地区名

区分
天 明南 部 地 区 外 1地区

総 事 業 費 2,760,000千円

事 業 量 道路、用排水路施設整備

事 業 年 度 平成 9 - 15年度

受 益 面 積 233ha

一般農道整備事業(県営)

地区名

区分
金 峰 地 区 外 2 地区

総 事 業 費 2 ,137,200千円ノ

事 業 年 度 昭和59～平成15年度

農 道 延 .長 20,585m

受 益 面 積 297ha

ふるさと農道緊急整備事業(県営)

地区名

区分
天 明 2 期 地 区

総 事 業 費 221 ,450千円

事 業 年 度 平成10- 13年度

農 道 延 長 3,000m

受 益 面 積 270ha

湛水防除施設改修事業(県営)

地区名

区分 .
高 砂 地 区

総 .事 業 費 230,000千円

事 業 量 機場改修工一式

事 業 年 度 平成11 ・12年度

受 益 面 積 46ha
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排水対策特別事業(県営)

地区名

区分
内 田 地 区 外 5 地 区

i, -k l" 5 ,73 2 ,4 00千 円

事 業 量 水路工 L = 30,050m ポンプ3 台

事 業 年 度 平成 元 ～12年 度

受 益 面 積 l,3 95 h a

土地改良総合整備事業(県営)

地区名

区5f
浦 田 地. 区

総 事 業 費 1,066,000千円

事 業 量 道路 .用排水路施設整備

事 業 年 度 平成 6 - 11年度

受 益 面 積 117ha

農免農道整備事業(県営)

地 区名

区分
谷 尾 崎 地 区

総 事 業 費 498 ,60 0千 円

i :' :. -¥ 平成 4 - 15年度

農 道 延 長 2,5 0 0 m

受 益 面 積 16 5h a

水環境整備事業(県営)

地区名

区分
大 井 手 2 期 地 区

総 事 業 費 337,700千円

事 業 量 親水護岸 L = 504m

事 業 年 度 平成 9 - 13年度

受 益 面 積 405h a

農地保全事業(県営)

地区名

区分
北 谷 尾 崎 地 区

総 事 業 費 2,848,500千円

事 業 量 24,650m

事 業 年 度 平成 5 - 15年度

受 益 面 積 180h a



海岸保全施設整備事業(県営)

地区名
草分

沖 新 地 区 外 2 地区

総 事 業 費 2,263,000千円

m m 延長 2,162m

事 業 年 度 平成 8 - 12年度

基盤整備促進(農道整備)事業(団体営)

地区名

区分
五 丁 地 区 外 4 地区

総 事 業 肇 511,100千円 .

事 業 年 度 平成 8 - 14年度

農 道 延 長 4,703m

受 益 面 積 85h a
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基盤整備促進(土地総)事業(団体営)

地区名

区分
北 迫 地 区 外 1地区

総 事 業 費 3,000千 円

事 業 量 道路、用排水路施設整備

事 業 年 度 平成10- 13年度

受 益 面 積 38ha

土地改良施設維持管理適正化事業(団体営)

地 区名
産分 元 三 排 水 機 場 外 8 施設

総 事 業 費 163,2 60千 円

蝣* 蝣蝣 葉 音 エ ンジ ンオ ーバ ーホ ール他

事 業 年 度 平成 7 - 15年度

受 益 面 積 l,90 9h a



( 3 )農坤漁業振興資金貸付

ア　農林漁業振興資金貸付一覧

貸付金

T fl tfi

貸 し付 けをする

組 合 等
貸 し付けの対象 となる事項 貸 付 金 の 限 度 償還期商 転貸利率 償還方法

農林資 金
農業協 同組合

施設資金 (果樹 にかかる も

のを除 く)
温室、ハウス、湛水 、加

温 、防除、農産物貯蔵運
搬等の施設

事業費の80 % 以内
(共同施設 については

100% 以内 )

3 年以内

年利2.5 元金均等年

果樹経営安定資金

潅水、加温 、防除、貯蔵

運搬等の施設

事業費の80 % 以内

(共同施設については

100% 以内 )

5 年以内

農業機械資金
.事業費の80 % 以内

(共 同購入等 については

100% 以内 )

3 年以内
銀 行 耕 うん整地用機具、栽培

管理用機具 、防除用機具

収穫調整用機具等

% 以内 嵐払

l 種苗資材資金

種苗購入、資材購入等

事業費の80 % 以 内

(共 同購入等 については

100% 以内 )

5 年以内

農作物生産基礎条件整備資金

天地返 し、暗 きよ、客土等

事業費 の80% 以 内

( l h a 以上 の面的事業につ

いては100% 以内 )

3 年以内

農 業 及 .

び 漁 業.
後 継 者

育成資金

農業協同組合

漁業協同組合
銀 行

農業及 び漁業後継者が新 し
く.実施す る家畜、種苗養殖

用雑魚 、資材 、機械等の購
入及び施設の設置等

1 人につ き300万 円以内

3 年以 内

100万円を超
える額の貸付

については、
5年以内) . i L

元金均等年

賦払
農業及び漁業後継者が良好

な環境整備のために実施す

る台所及 び便所の改 良及 び
新設

事業費の80% 以内

100万円 を限度 とす る)
5 年以内

畜産資金
農業協 同組 合

銀 行

種 畜 導 入 資 金 ′

乳牛 (牝 )

1 豆削こつき35万円以 内
繋植肉牛

1 頭につき35万円以 内

4 年以内

年利2 ,5

% 以内

元金均等年
月武払馬 1 頭につ き35万円以 内

豚 1 頭につ き10万円以 内 3 年以内

家 畜 導 入 資 金

肉用牛

1 頭 につ き30万円以内
2 年以内

乳用雄子牛 1 頭 10万 円以内
肉用馬 1 豆削こつき30万円以内

豚 1 頭につ き2 万円以内

年 度 内 一 時 払

畜産施設資金
畜舎の新築 . 改造又は器

具の購入等

1 件 につ き100万円以内 3 年以内

元金均等年
賦払

畜産ふん尿処理施設資金 1 件 につ き100万円以内 3 年以内
」 L

畜舎移転資金 1 件 につ き200万円以内 5 年以内

水産資金
漁業協 同組合
農業協 同組合

銀 行

資材種苗 (海面 ) 1 件 につ き100万円以内 年 度 内

年利2.5

% 以内

一 時 払

機械器具 ( 〟 ) 1 件 につ き200万円以内 3 年以内
元金均等年

賦払

養殖施設 (内水南) 1 件 につ き100万円以内 3 年以内
元金均等年
賦払

種魚 * 1 件 につ き100万円以内 年 度 内 一 時 払

m & 1 件 につ き100万円以内 2 年以内
元金均等年

賦払

漁船建造 1 件 につ き500万円以内 5 年以内
元金均等年

月武払

農漁業生

活環境整
備 資 金

農業協 同組合

漁業協 同組合
銀 行

農漁業者が良好 な環境整備

のため に実施す る台所、 ト
イレの改良、新設

事業費の80 % 以内

(100万円を限度 とする)
5 年以内

年利2.5

% 以内

元金均等年
威払
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イ　貸付状況

区 分

資 金 名

9 年 度 10 年 度

件 数 金 . 顔 件 数 金 額

農 林 施 設 資 金
件 千 円 件 千 円

9 8 ,0 86 9 12 ,6 34

果 樹 経 営 安 定 資 金 0 0 0 0

農 業 機 械 資 金 49 7 1 ,2 54 18 3 0 ,4 94

農 林 種 苗 資 材 資 金 4 5 ,0 00 3 4 ,0 0 0

農 作 物 生 産基 礎 条 件 整 備 資 金 0 . 0 0 0

農業 及 び漁 業 後 継 者 育 成 資 金 48 9 2 ,5 40 4 2 6 4 ,9 0 0

種 畜 導 入 資 金 14 1 6 ,4 50 17 2 3 ,10 0

家 畜 導 入 資 金 9 11 6 ,6 00 9 10 2 ,8 0 0

畜 産 施 設 資 金 1 1 ,0 00 3 3 ,0 0 0

畜 産 ふ ん 尿 処 理 施 設 資 金 2 2 ,0 00 5 5 ,0 0 0

.畜 舎 移 転 資 金 0 0 1 2 ,00 0

資 材 種 首 資 金 7 7 4 7 ,0 00 74 63 ,00 0

機 械 器 具 資 金 3 1 2 3 ,0 00 l l 35 ,0 00

養 殖 施 設 資 . 金 2 2 ,0 00 2 2 ,0 00

種 魚 . .稚 魚 資 金 8 8 ,0 00 6 6 ,0 00

漁 船 建 造 . 資 金 2 0 2 2 ,0 00 18 3 0,0 00

農 漁 業 生 活 環 境 整 備 資 金 0 0 0 0

合 計 2 74 4 14 ,93 0 2 34 3 8 3,9 28

3　食肉センタ　ー

(1)概　　　況

食肉センター(卸売市場)は、昭和40年に公営のと畜場及び市場施設として開設操業され、現在まで本県内

外の食肉の衛生かつ安全な供給とともに、価格の安定的提供に利する食肉流通拠点としての機能・役割を果た

してきている。

(2)施　　　設

所　在　地　　南熊本2丁目3番1号

開設年月日　　昭和40年4月(熊本市食肉センター)

昭和40年10月(熊本市食肉地方卸売市場)

昭和48年4月「指定市場」

建　　　坪　　鉄筋一部木造　2,675m2 (810坪)

敷地面積　10,443m2

施 設 名 称 構 造 面 積 能 力 備 考

食肉センター事務所 木造瓦茸 2 階建 272m 2 1 階143m 2 階129m 2

懸 肉 室 鉄筋コンクリー ト、一部

屋根鉄骨コンクリー ト

200

食 肉 卸 売 場 569 昭和48. 7 冷房設備

冷 蔵 庫 /> 466

豚 換 算

750頭

昭和39.12 192m 2設置
昭和42.11 240m 2増設
昭和55. 3 34m 2増設

と 室 -J- 863

解体室661m 2
昭和40. 4 内月蔵処理室 177m 2

畜糞処理室25m 2

け い 留 . 所 ′′+ 371.5
昭和55. 7 尖霊芸濃悪霊5320 m 2.5m 2

大 動 物 安 全 通 路 鉄筋コンクリー ト 107.4 大動物誘導路

浄 代 槽 活性汚泥方式
日間処理
能力

750t

昭和40. 3 250t 設置
昭和42. 6 250t 増設
昭和48.10 250t 増設

簡 易 焼 却 炉 40.2 1基 平成 5. 3 150 K / 時

内臓洗い技術員控室 木造瓦棒茸 48 平成 8. 3 改造
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(3)と畜頭数

年度

区分
6 7 8 9 10

午 3,794 4,056 3,303 2,281 2 ,134

局 6,147 6,635 5,524 6,742 6 ,697

豚 93,365 3,563 99,085 92,539 88 ,079

緬 . 山 羊 5 3 6 0 4

計 103,311 107,257 107,918 101,562 96,914

(4 )使用料及び手数料
(単位　円)

区分

使周科
手数料

午 m

豚
午

0 1kg以下
幼 駒

緬 山 羊
改正年月日一般 大貫

湯はぎ 皮は ぎ 湯はぎ 皮はぎ 20kg以上 20kg以下

と畜解体等手数料 3,100 3,100 1,064 1,146 1,476 1,630 1,250 1,450 平 8 .4 .1

内臓 洗 い手数 料 2,000 1,500 洗い140 ボイル80 1,000 750 平 8 .4 .1

と 畜 場 使 用 料 1,100 1,100 600 250 450 150 50 昭58 .4」.

検 査 手 数 料 400 400 200 100 300 50 50 昭54 .6.1

冷 蔵 庫 使 用 料 は0 180 90 90 90 90 90 昭58 .4.1

市 場 使 用 料 売 上 金 の 1 ,00 0分 の 2 昭48 .4.1

4　観　光　物　産

(1)概　　　況

"森と水の都"と呼ばれるように、豊かな自然環境と地域文化に恵まれている熊本市は、熊本城に象徴され

る歴史都市として、また79万人の都市圏住民を擁する近代都市としての多彩な文化性を有し、毎年多くの観光

客が訪れる全国的にも有数の観光都市である。

また、九州の中央に位置し、東に「阿蘇くじゅう」、西に「雲仙天草」の二大国立公園を配する地理的利便

性を活かし、九州の縦のルート、横のルートを結ぶ広域観光に取り組む一方、昭和61年の「国際観光モデル地

区」及び平成6年の「国際観光会議都市」の指定とも相まって、国際化の進展に対応した国際観光都市づくり

を推進するとともに、内外のコンベンションの誘致に取り組み、国際コンベンションシティーとしての展開を

図っている。

これまで、本市は歴史・文化遺産を主要な観光資源として観光客の誘致支援を実施してきたが、これに加え

今後は、平成9年11月にオープンした食のテーマパーク「フードパル熊本」を、参加・体験型の新たな観光ス

ポットとして全国各地に向け観光客誘致活動を積極的に進めている0

さらに、本年からは工芸、物産の振興及び強化育成を図るため、本市観光の紹介に併わせ、特産品の紹介及

び販路拡大のための観光と物産展の開催も行っていく。

観光産業は余暇時間の増大、レジャー志向の拡大などにより、社会生活が「個性化」 「多様化」する中、基

幹産業としてのウエイトをもちつつあり、地域経済の活性化、都市の再開発、文化の向上、国際交流など広範

な波及効果をもつコンベンションと密接に関わり、市政の重要な施設の一つとして事業の展開を図っている。
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(2)観光振興対策

ア　観光客の誘致及び受け入れの充実

観光客受け入れ施設の整備

○観光案内標識等の整備

観光地を紹介するための各種の案内板や、目的地-の円滑な誘導を図るための標識の整備を行う。

○観光施設の維持管理

岩戸の里公園、峠の茶屋公園、河内観光物産センター、野出峠の茶屋公園、九州自然歩道等の維持管理

を行う。

観光客受け入れ体制

○熊本城周遊バス運行事業

熊本城をはじめ熊本博物館など周辺の文化施設を結ぶ熊本城周遊バスを運行し、観光客の利便性の向上

とともに、観光・文化の振興を図る。

○観光人づくり対策事業

観光客-の温かいもてなしの心及び本市観光の向上を目的に、全ての観光関連業界の経営者から第一線

の従業員までを対象にきめ細やかな研修を実施する。特に、本年は国体を開催することから、国体関連施

設の視察等も組み込んだ研修を実施する。

○熊本城レディースガイド

案内板や説明板だけに依存している小グループの入園者に対し、城内の案内・説明を行い、より一層の

サービスの向上を図るもの。

○国体開催に伴う受け入れ体制の整備

国体開催にあわせ、臨時観光案内所を設置し、選手役員等熊本を訪れた方-の利便を図る。

○熊本城活性化対策事業

熊本城内において、江戸時代の様々な衣装を身にまとってそぞろ歩きや観光客との写真撮影などのサー

ビスを行い、熊本城の観光地としての魅力を高めていく。

○その他

観光案内所・観光情報センター運営。

特別観光宣伝事業

県、市町村、民間で組織する「くまもと観光推進協議会」を中心に、県下全域での観光宣伝を行う。なお、

本年度はくまもと未来国体にあわせて8月1日より県下全域で「くまもとよか旅キャンペーン」を実施し、

更なる集客活動を展開する。

祭・伝統芸能の継承育成

○火の国まつり

熊本城や市中心街で繰り広げられる"おてもやん"総踊りや江津湖での花火大会等。

○川尻精霊流し

江戸時代中期から今日まで百数十年にわたって受け継がれている。

○二本木太鼓
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子どもたちによるゴヤ(護夜・前夜)太鼓。昭和61年12月保存会設立。

国際観光振興対策事業

昭和61年3月、国の「国際観光モデル地区」の指定を受け、外国人観光客が安心してひとり歩きできる環

境の整備を進めるとともに、海外からの観光客誘致を図る。

○観光案内板、説明板の英文併記、公衆トイレにおける様式トイレの設置

○各種観光パンフレット(英・中・独・韓国語版)の製作

○外国人観光案内所の運営

○海外観光客誘致宣伝派遣(観光展への参加や旅行エージェント訪問、雑誌記者招待事業・韓国・台湾・香

港)

広域観光ネットワークの構築

九州が一体となった宣伝はもとより、九州を横断・縦断した各都市との共同事業をもとに、観光ルートの

開発・整備を図るとともに県内においても近隣町と共同で観光ルートを構築する。

○九州縦断県都観光ルート協議会(3市:福岡・熊本・鹿児島)

○九州横断ルート観光都市協議会(4市:長崎・熊本・別府・大分)

○九州観光都市連盟(39市6町)

○熊本北部エリア広域観光推進事業(1市3町:熊本市・植木町・玉東町・天水町)

誘致宣言事業

○一泊圏内誘致対策事業

一泊圏内誘致宣伝隊の派遣、九州各都市との祭り交流。

○熊本城と小倉城との交流事業

お城を通して両市の交流を図る。

○修学旅行誘致事業

関東地区及び沖縄-の修学旅行誘致宣伝隊の派遣。

○関東・関西対策

大阪市での物産と観光展の開催、世田谷区民まつり参加、羽田空港-の電照観光看板の設置。

○東北地方誘致事業

東北地方で、マスメディアを使った広報宣伝の実施。

02002年ワールドカップサッカー・キャンプ地招致事業

熊本市・熊本県・大津町が一体となり、キャンプ地の招致を図る0

広報宣伝他

○出版物による広報

各種旅行雑誌等-の観光情報掲載。

○宣伝広告及び各種印刷物の作成

○観光流動調査の実施
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イ　観光客の動向

項 目

午 .
観 光 客 数 対 前 年 比 宿 泊 客 数 滞 留 率

6 5 ,0 20 千 人 iA 1 ,8 67 千 人 37 .2

7 4 ,24 0 84 .5 1 ,8 58 43 .8

8 4 ,4 1 05 .4 1 ,9 23 43 .0

9 4 ,50 6 1 00 .9 2 ,00 9 4 4 .6

10 4 ,47 3 99 .3 1,92 5 4 3 .0

(3)物産振興対策

熊本市における物産の振興と開発を図ることを日的とし、本市物産の市場開拓、宣伝、紹介及び販路の拡張

や物産展への出展を行っている。

○大阪市での物産と観光展の開催

○全国菓子大博覧会九州・熊本大会助成事業

(4)熊本国際コンベンション協会

名　　　　　称　　財団法人熊本国際コンベンション協会

設立年月　日　　平成3年11月1日

目　　　　　的　　熊本市及び周辺地域の産業及び文化、歴史などの資源を活用し、コンベンション及び観

光の振興を図ることにより、地域の産業経済の活性化及び文化の向上並びに国際相互理

解の増進に資することを目的とする。

事　　　　業　　コンベンションの誘致及び支援

観光客の誘致及び受け入れ

コンベンション及び観光に関する国外及び国内-の広報及び宣伝

コンベンション及び観光の企画及び調査

コンベンション及び観光に関する人材の育成及び啓発

観光施設内売店及び無料休憩所の管理運営

熊本県・熊本市からの委託による受託事業の管理運営

その他この法人の目的を達成するために必要な事業

役　　　　員　　理事　　　　20名(民間、学識経験者、県・市関係者)

理事長　　　　小堀富夫(株式会社熊本放送代表取締役会長)

副理事長　　　　　助役他3名

専務理事　　　　　経済振興局総括審議貞

監事　　　　　2名(収入役、民間)

評議員　　　　25名(民間、学識経験者、県・市関係者)

事務所の所在地　　花畑町7番10号　産業文化会館5階

基　本　財　産　　平成10年度末　　　1,016,200,000円
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(民間　316,200,000円)

事　　業　　費　　375,089,717円

コンベンション開催状況

年 度 6 7 .8 9 10

件 数 310 313 310 307 317

人 員 (人) 120,020 111,120 123,120 188 ,338 153,960

火の国まつり開催

郷土色豊かな市民総参加のまつりとして親しまれてきた「火の国まつり」も本年で第22回を迎え、多くの

方に参加を頂き、本市の大きな観光資源として、さらには、地域経済の活性化と観光客来熊につながるべく

盛大に開催する。

名　　　称　「第22回　火の国まつり」

期　　　間　　平成11年8月11日(水)、 12日(木)、 13日(金)の3日間

主　　　催　　㈲熊本国際コンベンション協会、火の国まつり委員会

会　　　場　　市内目抜き通り、熊本城公園一帯、水前寺江津湖公園　他

行事概要
月日 8 月11日 (水) 8 月12日 (木) 8 月13日 (金)

主

☆ 希望の火採火式 ☆ よかよか大行進 ☆ T K U 納涼花火大会

(金峰山少年自然の家) (市内目抜き通 り) (上江津湖 )

☆ 開幕式典 .希望の火点火式 ☆ 郷土芸能ステージ ☆ 肥後ず .パワーコンテスト

要 (熊本城笹園ステージ) (センターコー ト) (熊本城笹園ステージ)

行

事

☆ オープニングステージ ☆ おてもやん総おどり

.(熊本城笹園ステージ)

☆ 肥後ザ .パワーマンテスト

(フ一.ドパル熊本)

(市内目抜 き通り)

( 5 )名所旧跡及び観光施設

ア　熊　本　城

加藤清正が、関が原の戦いのあと、慶長6年(1601年)より7カ年の歳月をかけ完成させた城で、豪荘な天

守閣や独得の曲線を持つ石垣などで名城の誉れ高い。加藤家の治世は2代45年で終わり、その後入封した細川

家の眉俄として、 240年を経て明治に至る。

築城に当たり清正は数々の実戦の経験を生かし、城の各所にいろいろな苦心を払った。

まず位置を肥後平野をのぞむ茶臼山に選定し、平野にひろがる城下町をも城郭とする平山城の形式とした。

また防備の面では、清正石垣と呼ばれる堅固で特異の勾配を持った石垣をめぐらし、龍城を考慮しての城内120

カ所余の井戸、生木のままでも薪となる楠の植樹、畳のしんに食糧となる芋の茎を使うなど数々の配慮がみら

れる。このようにして築かれた熊本城は、当時周囲9kmに及び、櫓49、櫓門18、城門29を数えたと言われる

が、惜しくも明治10年の西南の役でその大半を焼失した。

その後、昭和35年8月清正公350年祭と市制70年を記念して総工費1億8β00万円をもって天守閣が再建され
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た。昭和56年1月には西南の役100周年記念事業として西大手櫓門が復元されており、平成元年には市制施行

100周年を記念して60年ぶりの宇土櫓の大規模修復及び数寄屋丸二階御広間の復元工事が完了した。

また、平成3年9月の台風19号は熊本城にも甚大な被害をもたらしたが、平成4年～5年にかけて、内部展

示を含む天守閣の大改修を経て、白と黒を基調とした天守閣の雄姿が延り、現在に至っている。

宇土櫓他12の建造物は国の重要文化財に指定されている。

重要文化財

名 . 称 面 積 高 さ 長 さ 摘 要

宇 土 櫓

長 塀

田 子 櫓

9 14 .6 5 m 2 19 .5 m

2 .0

6.2 3

m

2 5 2 .7 3

三 層 櫓 (内 部 五 層 、 地 下 一 層 )

4 9 .9 6 単 層 櫓

七 間 櫓 6 6 .9 9 5 .0 6 '/

十 四 間 櫓 16 2 .ll 5.7 2 '/

四 間 櫓 4 6 .4 9 5.9 6 〟

源 之 進 櫓 10 8 .4 0
北 5 .60 2

南 6 .12 2

5 .7 2

単 層 矩 折 櫓

東 十 八 間櫓 23 4 .70 単 層 櫓

北 十 八 間櫓 14 4 .3 7 単 層 矩 折 櫓

五 l 間 櫓 3 5 .3 7 単 層 櫓

平 櫓 1 11 .17 一ケ

監 物 櫓 14 0 .3 3 ノケ

不 開 門 3 9 .0 1 脇 戸 付 櫓 門

戟 覧 料 (入園料 平9 . 10. 1改正)

入 園 .科 芸中学豊 . :83呂 巨 体割引….I.…30人以上2割引

※ ただし、幼児および市内の小 .中学生については無料

利用状況

区 分

年 度
有 料 入 園 者 数 登 間 者 数 金 額

6 9 39 ,32 5 7 03 ,09 8 34 2 ,9 13 ,0 8 0 円

7 8 79 ,2 77 6 63 ,48 1 32 2 ,36 8 ,2 6 0

8 9 12 ,1 18 6 78 ,4 16 33 3 ,28 9 ,9 4 0

9 8 10 ,10 0 (平成 9 年10月より入園者一本化) 3 26 ,4 7 1 ,12 0

10 6 75 ,4 50 !F, 2 91 ,9 15 ,2 2 0

駐車場　二の丸駐車場　バス60台、普通車160台

三の丸駐車場　バス10台、普通車123台

宮内駐車場　　普通車41台

肥後名花園

熊本城内竹の丸一帯の肥後名花園は、伝統ある肥後六花の純粋品種をより多く後世に残すため、昭和48年に

達成し、その保存・栽培を行い、観光客や一般市民に親しまれている0
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肥te葡1

肥後菖蒲

肥後朝顔

肥後苛薬

肥後椿

肥後山茶花

正式5間花壇に50品種を栽培

7間花壇4段に80品種200株を植え付け

20品種を500鉢に栽培

7問花壇4段に20品種80株を植え付け

約1,000m2の面積に40品種160本を植え付け

約360mの面積に20品種70本植え付け

観賞11月中旬

観賞　6月上旬

7月～ 9月鉢物展示場に展示

観賞　5月上旬

観賞　3月

観賞11月中旬

イ　水前寺成遊園

清らかな水と日本式庭園の美しさで知られる水前寺成趣園は、細川家3代忠利が「国府のお茶屋」としてつ

くったものを、細川家5代綱利が現在のような大規模庭園に改修し成趣園(約　3,000m2)と名づけたO　この庭

園は、桃山式回遊庭園の代表的なもので、阿蘇の伏流と言われる清らかな湧水は年中絶えることなく、池の至

る所から湧き出て、観光客、市民の憩の場所となっている。文豪夏目激石もこの清例な水をたたえて「湧くか

らに流るるからに　春の水」と詠んでいる。

ウ　北岡自然公園

細川家歴代の菩提寺である妙解寺が設けられていた所で、明治4年に廃寺とされ細川家の別邸となり、現在

は、自然公園とし_て公開されている。園の奥にある3代忠利及び4代光尚の廟側には、殉死者の墓や森鴎外の

小説「阿部一族」で有名な阿部弥市右衛門の墓があり、数々の歴史を物語っている。

工　立田自然公園

立田山の麓にある立田自然公園は、細川家の菩提寺泰勝寺跡である。ここには、初代藤孝及びその夫人、 2

代目忠興とガラシャの名で広く世に知られるその夫人をはじめ歴代藩主の墓がある。

世界的に賢夫人として知られるガラシャ夫人は明智光秀の娘で、キリスト教に帰依し貞節をもって一生をつ

らぬいた。今なお、夫人の墓を訪れる内外の客はその後を絶たない0

また木立の中には風流を極めた茶室「仰桧軒」がある。

オ　本妙寺

九州における日蓮宗の名刺として知られる加藤家の菩提寺本妙寺は、熊本城の北西約2 km、城をのぞむ中

尾山の中腹にある。境内には、清正公を祭った浄池廟、清正公の肖像画や遺品を納めた宝物館、清正に殉死し

た大木土佐守や全寮の墓などがある。 7月23日に行われる頓写会には、夜を徹して参拝の人波が続いている。

力　藤崎八旗宮

熊本市民の氏神として親しまれている藤崎官は、承平5年(935年)の建立といわれ、応神天皇(一の宮)、

住吉大神(二の富)、神功皇后(三の宮)を祭っている。毎年9月15日に行われる大祭では、武者行列や獅子

舞、それに若者たちの勇壮な馬追いが町に繰り出す。社殿には重要文化財の木造僧形八幡神や木造女神の座像

等がある。
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キ　武蔵塚

剣聖として大衆に親しまれている官本武蔵は、細川忠利に招かれて、晩年を肥後で送り、その生涯を千葉城

跡(現在のNHK)にとじた。その墓は、江戸参勤交代の威儀を拝したいという武蔵生前の希望により、大津

街道沿いに選ばれたと伝えられている。

なお、武蔵塚がある武蔵塚公園は大規模な改良整備のもと、日本庭園や茶室・東屋の他、公園のシンボルと

して武蔵のブロンズ像が建立されている。

ク　霊巌洞岩戸観音・五百羅漢

金峰山の西麓にあり、剣聖宮本武蔵が「兵法五輪書」を記した洞窟で観音が祭られている。この横には、石

工了善が24年の歳月を費やして刻んだと伝えられている五百羅漢もある。

ケ　千金甲古墳

小島町、千金甲の後方山中にある古墳で、全国に紋様古墳として知られている。内部には、円や直線での珍

しい紋様が措かれ、さらに全面彩色がほどこされている。このような古墳は、全国でも熊本に最も多い。

(6)市民会館

熊本市民会館は、市民生活の文化的質を高め、活発な文化活動を支援するための創造、鑑賞、交流等の場と

機会を提供する目的で、昭和43年1968年) 1月6日に会館した。

以来市民文化活動の拠点施設として、市民に愛好活用されてきた。それは、大,ホ-)I,、小ホールを兼ねた大

会議室及び10室の中小会議室が常に90%前後の利用状況を保持し続けてきたことが物語っている。 (概数月5

万人、年60万人利用)

ア　施　　　設

所在地　桜町1番3号

敷地面積　6,659m2

建物面積　4,408m2

延9,033mz

起　　工　昭和41年4月1日

竣　　工　昭和42年11月30日

開　　館　昭和43年1月6日

建設費　628,500千円

構　　造

ホール棟　鉄筋コンクリート造

地下1階、地上4階

会議棟　鉄筋コンクリート造

地下1階、地上2階

各階面積及び主要施設

区分 階 別 面 積 主 要 施 設

ホ

地 階
2

6 59 オーケ ス トラピ ッ ト、エ アー ダ ク ト

1 階 2 ,4 33

舞 台 、客 席 、放 送室 、映写室 、調 光

室 、技術 室 、主 催者 控 室 、ホ ワイエ

一

ル

サ ンク ンホ ワイ工 、売 店

中 2 階 106 中継室

2 階 1 ,0 60
客 席 、照明 室 、 ホ ワイエ 、喫煙所 、

樵
便所 .

3 階 7 37 客 席 、照明 室 、喫煙 所 、便所 、倉 庫

4 階 180 客 席 、セ ンタース ポ ッ ト室

-A.
石

地 階 8 57
空 気調和 機 械室 、ボ イ ラー室、 バ ツ

テ リー室 、変電 気 室 、保守 管理 室

1 階 1,2 66

展 示 ロ ビー、控 室 、 第10会 議室 (和

ニ蓋
塞 ) 、館 長室 、事務 室 、食堂 、浴 室 、

百拭

樵

便 所 、守衛 室 、湯 沸室

2 階 1,5 50
大 会議 室 、第 1 会議 室 ～第 9 会議 室 、

ロ ビー、倉 庫

1部3 階 185
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イ　会館使用料及び定員

使 用 時 間 区 分

使 用 場 所

午 前 午 後 夜 間

.. 定 貞
午 前 9 時 か ら 午 後 1 時 か ら 午 後 6 時 か ら

及 び 使 用 日 正 午 ま で 午 後 5 時 ま で 午 後 10 時 まで

大

平 日
円 円 R

固 定 席 1 ,8 10 席ホ
ー
ル

20 ,00 0 4 0 ,0 0 0 50 ,000

土 二 日、 休 日 24 ,00 0 4 8 ,0 0 0 60 ,000 車 イ ス I F 10席

套 平 日 5 ,00 0 6 ,7 0 0 8 ,00 0
移 動 席 30 0席

聾 土 、 日、 休 日 6 ,00 0 !,0 0 0 9 ,60 0

会

三豊

第 1 会 議 室 1 ,0 00 1 ,3 0 0 1,60 0 小 会 議 室 20 人

第 2 /y 1 ,0 00 1 ,3 0 0 1,60 0 '/ 'r

第 3 /y 1 ,0 00 1 ,3 0 0 1,60 0 '/ '/

第 4 /y 1 ,0 00 1 ,3 0 0 1,60 0 '/ '/

m 5 1 ,0 00 1 ,3 0 0 1 ,60 0 '/ '/
自我

虫
二ヒ

m 6 2 ,0 00 2 ,70 0 3 ,20 0 中 会 議 室 40

m 7 2 ,0 00 2 ,70 0 3 ,20 0 '/ '/

m 8 1 ,0 00 1 ,30 0 1 ,60 0 小 会 議 室 20

m 9 2 ,0 00 2 ,70 0 3 ,20 0 中 会 議 室 40

10 2 ,0 00 2 ,70 0 3 ,20 0 和 室 30

ウ　会館利用状況

区

分

午

大 ホ ー ル 大 会 議 室 中

小{

鹿

示

u

集 式 音 堅

、′三、、′

演 日 請 そ

の

他

計

集 式 研 講 立
【∃

*

会

演 展

> 蝣

ノ△ーコミ

I+
ク

そ

の

他

計

会 楽 苧

ノ久こ/コミ ヨ

劇 舞 演

請

習

ノ∠L
jCC

辛 劇 I+
I
シ

会 ○

大
演 !

義 :
演 洋 大 m 」 演

ヨ
二+
夕>、

議 室
ど

皮 会 典 ヲミ浪
会 坤

..トト.
:zx

SS 会 会 典
a
会 議 芸 ∴

ス
宝
.-.L-.

ー

6 55 107 50 3 1 4 7 14 304 68 1 18 4 5 9 3 0 121 27 4 18 5 ,189 19 2

7 35 100 4 0 2 7 53 17 272 4 5 1 56 4 0 10 13 14 5 33 442 4 ,982 19 4

8 57 77 36 2 9 26 ll 236 4 7 1 62 4 3 8 2 6 118 4 7 45 1 4 ,85 1 22 2

9 55 11 1 38 34 27 ★0 275 65 131 5 2 l l 18 131 48 456 5,4 70 2 18

10 53 104 39 36 31 32 295 4 2 130 4 1 7 7 124 66 4 17 4 ,534 17 5

利用者状況

区
分

大 ホ ー ル 大 会 議 室

公 文 個

計

公 文 個

計午
共 化 般 共 化 般
団 団 団

人
団 団 団

人ft 体 体 体 体 体 体

6 71 42 1由 0 304 981 17 303 0 418

7 76 40 156 0 272 110 32 300 0 442

8 73 25 138 0 236 100 29 322 0 451

9 76 21 176 2 275 98 24 327 7 456

10 76 39 180 0 295 82 15 319 1 4 17

(荏)平成8年3月　　　屋根防水工事のため1カ月間大ホール休館、 3月16日より半月間全館休館
平成9年2-4月　音響設備改修工事のため2カ月間大ホール休館

平成10年3月　　　高圧受変電設備改修工事のため、 3月17日から3月20日まで全館休館

平成12年1-6月　舞台機構改修工事のため、 6カ月間全館休館(予定)
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エ　自主文化事業

多くの市民が舞台芸術文化を楽しみ、表現活動を支援するために自主文化事業を行っている。

演劇、音楽、古典芸能、舞踊等幅広い分野の舞台を創作し公演したり、内外の優れた芸術鑑賞の機会を提供

している。

年 度 事 業 名 実 施 月 日

8

熊 本 音 楽 連 盟 第 2 0 回 定 期 演 奏 会 ～ 森 の 歌 ～ 7 . 7

夏 目 激 石 来 熊 百 年 記 念 「夢 . 草 枕 」 l l . 2

第 2 1回 青 少 年 コ ン サ ー ト 1 . 7

第 2 5 回 児 童 演 劇 教 室 「か つ ば の 河 太 郎 」 1 . 3 1

9

オ ー ケ ス ト ラ ア ン サ ン ブ ル 金 沢 9 . 3

開 館 3 0周 年 記 念 事 業 第 2 2 回 青 少 年 コ ン サ ー ト 「森 の 音 楽 会 」 1 . 7

第 2 6 回 児 童 演 劇 教 室 「乞 食 と 王 子 」 2 . 1 3

1 0

熊 本 音 楽 連 盟 第 2 1 回 定 期 演 奏 会 7 . 4

古 典 芸 能 狂 言 鑑 賞 会 (協 賛 事 業 主 催 万 作 高 斎 の 会 ) 「彦 一 ば な し」 「千 切 木 」 ・7 . 8

お 城 ま つ り協 賛 事 業 創 作 舞 台 「南 風 吹 け ば 楠 若 葉 」 1 0 . 3 1

キー ロフ .バ レエ鑑賞 会 (支 援事 業 主催 キ ーロ フ . バ レエ を鑑賞 す る会 ) 「くるみ割 人形」 1 2 . 1 6

青 少 年 コ ン サ ー ト 「音 楽 物 語 窓 ぎ わ の ト ッ トち ゃ ん 」 2 . 1 3

第 2 7 回 児 童 演 劇 教 室 「さ よ な ら バ ッ キ ン ガ ム 」 2 . 1 6

5　熊　本　城　整　備

(1)概　　　況

城下町として栄えた熊本市には、多くの歴史遺産、伝統文化等が継承されてきたが、その中核となる熊本城

は、貴重な歴史文化遺産としてはもとより、本市最大の観光資源として、更には「森の都」を印象づける緑の

拠点として、今日まで市民や訪れる多くの人々に愛され続けてきた0

そこで、約98ヘクタールに及ぶ熊本城の復元整備と保全・活用を図り、引き続き後世に継承していくため、

歴史的建造物の復元をはじめ各種整備を推進するとともに熊本城をメイン会場として、 「くまもとお城まつり」

に取り組んでいる。

(2)熊本城復元整備

(彰　整備方針

ア　歴史的建造物の保存と復元

史料に基づき、歴史的建造物の保存・復元を行い、歴史遺産としての価値をさらに高める。

イ　都市の潤い空間としての環境整備

熊本城の原風景を守りながら、豊かな緑を育成し、都市の潤い空間としての価値を高める。

ウ　サービス空間の創出

史跡に配慮しながら、便益施設を充実させるとともに、歴史を学び、体験する機能を導入し、観光資源と

しての価値を高める。
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(塾　整備手法

ア　城域のゾーニング

城城を、本丸(保存・復元ゾーン)、二の丸(緑の遊園ゾーン)、三の丸(歴史・学習体験ゾーン)、古城

(観光客のエントランスゾーン)、千葉城(文化交流ゾーン)の5つのゾーンに区分し、それぞれのゾーンに

見合った整備を効率的に進める。

イ　整備期間

短期・中期・長期に分けて整備を進めることとし、短期的には、築城400年にあたる平成19年(2007年)

を目処に、天守閣へ至る通路(闇御門・くらがりごもん)の上に建てられていた本丸御殿大広間の復元をは

じめ、お城まつりの会場となっている西出丸周辺一帯の建造物を復元する。

③　熊本城復元整備基全

市民総参加のもと、復元整備を進めるために、平成10年4月創設。広く国内外の個人、法人、団体からの

寄附を募り、熊本城復元整備の財源とする。

ア　募金実施期間　平成10年4月1日～平成19年3月31日

(第1期　平成10年4月1日～平成13年3月31日)

イ　募金目標額　15億円(第1期　5億円)

(3) 「くまもとお城まつり」

平成11年10月2日～11月3日(26主催事業14共催事業)

熊本城の魅力を再発見するとともに、文化の振興による新たな街づくりを目的に文化の祭典として熊本城を

中心に事業を展開する。

10月2日(土)から17日(日)までの16日間は、熊本城笹園をメイン会場として熊本城一帯での多彩な催し

を、 23日(土)からは市民会館において「くまもと未来国体」のスポーツ芸術に参加し、 11月3日(水)のフィ

ナーレで幕を閉じる。

【主な事業】

オープニング・夢の架け橋コンサート、熊本城薪能、 KAGURA DE NIGHT (神楽でナイト)、

九州中央77観光物産展、時代行列、武田流騎射流鏑馬の披露、熊本城クイズウオーク'99、熊本城○×クイズ、

熊本城子供科学館、旧細川刑部邸特別収蔵品展ほか

(4)旧細川刑部却

ア　概　　要

旧細川刑部邸は、正保3年(1646年)藩主細川忠利公の弟・刑部少輔興孝を初代として興った武家の屋敷で、

束子飼町にあった建物を平成2年度からの「ふるさとづくり特別対策事業」により約4カ年かけて城内へ移築

復元したものである。火の国フェスタくまもと'93開催(平5.10.1-ll.14)期間中は、特別公開され、入場

者は、約24万人であった。この貴重な文化的遺産を保存するとともに、歴史資料を収集し、これらを広く市民

の観覧に供することを目的として平成6年1月15日から一般公開されている。昭和60年に熊本県重要文化財の

指定を受けている。
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イ　施設内容

所　在　地

開設年月日

敷地　面　積

建　物(HI楕

建物延面積

構　　　　造

開館　時　間

休　館　日

入館料並びに
施設使用料

ウ　利用状況

古京町3番1号

平成6年1月15日

20,000m2

1 ,058.86m2

1,343.20m

木造平家建(一部2階建)

主屋、茶室、台所、長屋門、土蔵他

管理棟、ポンプ室、電気室

午前9時～午後4時30分

毎週月曜日(祝日の場合は翌日) ・年末年始(12月26日～1月5日)

(個人)　　　(団体)

高校生以上　　　　300円　　　　　240円

小中学生　　　　100円　　　　　　80円

(ただし、市内の小・中学生は校章または生徒手帳持参の場合無料)

(午前)　　　(午後)

喜遊亭(茶室)　2,700円　　　　3,800円

庭園　　　　　　Ilrfl目につき36円

年 度 8 9 10

来 館 者 数 (人 ) 23 ,6 5 5 24 ,9 66 27 ,3 15

茶 室 使 用 件 数 (件 ) 2 o 2 2

収 入 (円 ) 5 ,75 4 ,8 0 0 5 ,99 2 ,4 60 6 ,6 96 ,86 2

6　動　植　物　園

(1)概　　　況

熊本動物園は、昭和4年、水前寺公園の東側に開園した。開園以来市民憩の場として親しまれてきたが、周

辺の都市化が進み、敷地の拡張も困難となったため、昭和44年現在地に移転した。平成3年には、隣接地に整

備を進めていた都市緑化植物園と一体となり熊本市動植物園として新しく出発した。

近年、自然環境の破壊が深刻化するにつれて、_希少動植物の種の保存、環境教育の場としての動植物園の社

会的役割は重要なものとなっている。したがって、今後は市民の憩の場であるとともに、あらゆる生命を尊重

し、生物が共に生きる大切さを楽しみながら理解してもらうための学習の場として、幅広く活用できるよう整

備を図っている。

(2)施設概要

所　在　地　　健軍5丁目14番2号
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敷地面積　　241,802.91m2

開園年月日　　昭和4年7月26日(昭和44年7月1日移転開園、平成3年4月1日に動植物園新設)

飼育動物　　ほ乳類　　53種　　248点　　　　　鳥　　類　　64種　　616点

雁虫類　　9種　130点　　　　　両生類　　2種　　　4点

計　　128種　　998点

植　物　園　　花壇　　5,205m2　　　　　芝生　　28,216m2　　　　　バラ　　201m2

高木　　5,000本　　　　　低木　　31,500本　　　　　生垣　　406m

地被類　　441m2　　　　　花の休憩所　380種　4,500点

動物資料館

竣　　　工　　平成元年7月31日

落　　　成　　平成元年9月30日

建築面積　1,634.55m2

床　面　積　1,288.318m2

構　　　造　　鉄筋コンクリート造平家建

総　工　費

竣　　　工

落　　　成

建築面積

床　面　積

構　　　造

花の休憩所

総　工　費

飼育管理センター

竣　　　工

落　　　成

建築面積

床　面　積

野外放飼場

構　　　造

総　工　費

竣　　　工

緑の相談所

常設展示室　　特別展示室　レクチャールーム

研究室　ロビー(江津湖に住む魚類の水槽)

500,000千円

平成3年3月25日

平成3年10月1日

2,706.538m2

2,388.773m2

鉄筋コンクリート造2階建一部鉄骨造

温室　展示室　ガイダンス

1,280,000千円

平成8年5月15日

平成8年7月15日

446.42m2

672.38m2

105.40m

鉄筋コンクリート造2階建

診察室　手術室　検疫室　解剖室　研修室　検査室等

290,000千円

昭和60年10月7日
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建築面積　1,078.162m2

床　面　積　1,079.199m

構　　　造　1F　鉄筋コンクリート造

2F　鉄骨造

主要施設　　相談室　会議室　試験室　事務室

総　工　費　　300,285千円

モノレール、ジェットコースター、スーパーバイキング、観覧車、新幹線、ティーカップ

ミラーハウス、チェーンタワー、メリーゴーランド、ゴーカート、小型乗物、子供列車

遊戯施設

駐　車　場　　普通車　750台　バス17台

入　園　料(平成9年10月改訂)

〔個人〕

大人・高校生　　　300円

小・中学生　　100円

幼

利用状況

無料

〔団体〕

240円

80円(妄語主義雲霞完尖議荒岩校章)

b t fr

年 度
入 園 者 数 入 園 料 施 設 利 用 料

6 1 ,3 0 3 ,1 0 2 人 7 7 ,7 4 2 ,4 8 0 円 2 4 0 ,3 4 8 ,7 0 0 円

7 1 ,1 6 9 ,9 0 3 7 5 ,6 6 2 ,9 1 0 2 3 6 ,1 3 7 ,6 3 0

8 1 ,1 8 5 ,1 8 6 8 3 ,1 4 3 ,1 8 0 2 4 9 ,7 4 3 ,7 9 0

9 1 ,0 1 6 ,8 0 0 9 5 ,8 5 1 ,7 5 0 2 2 5 ,5 5 9 ,9 4 0 、

1 0 9 5 1 ,2 9 7 9 9 ,8 4 7 ,3 8 0 2 1 5 ,2 9 8 ,4 5 0

7　競　輪　事　業

(1)概　　　要

本市競輪事業は昭和25年7月、財政再建と戦災復興事業に寄与することを目的として発足し、その後、昭和

37年4月自転車競技法の恒久立法化、同年10月競技実施団体としての自転車競技会が発足するなど事業の運営

面で確固たる基盤が築かれ、多くの人々の理解と協力により施設運営面の改善、ファンサービス向上などにた

ゆまぬ努力を続けてきたところである。

全国の公営競技の売上は、平成3年度をピークに減少しており、本市の競輪開催においても売上は減少傾向

にある。しかし、本市は全国競輪施行者協議会の理事並びに九州地区の地区長として全国に先駆けて平成5年

度より九州管内の場間場外を開始。平成7年度には全国33場の臨時場外車券売場を開設し、 「第38回オールス

ター競輪」を開催。その売上額は389億18百万円余に達した。

更に、平成9年度に開催した開設47周年記念競輪においては、九州各場に加え松戸競輪場、前橋競輪場に臨

時場外車券売場を開設し、 72億20百万円余という熊本記念競輪史上、最高売上を記録している。

事業発足より現在までにおける売上額は、総額6,761億円余、熊本市財政-の繰出金総額は586億円余の巨額
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に上り土木、教育、住宅等の公共施設の建設、福祉充実等の貴重な自主財源として本市の財政に多大な貢献を

行っている。

今後の競輪事業をとりまく状況は、非常に厳しいが、本市発展の一助となるよう競輪事業における収益を確

保するためフアンのニーズに応える事業の展開を図っている。

(2)施　　　設

所　在　地　　水前寺5丁目23番1号

開設年月　　昭和25年7月

敷地面積　　40,000m2　競走路1周500m　9車立

駐　車　場　　20,077.57m2　(1,163台収容)

投　票　所　　9カ所　　　窓口　294

支　払　所　　6カ所　　　窓口　67

両　替　所　　6カ所　　　窓口　18

観　覧　席　　定　員15,000人

(3)競輪事業の実績

一般　　3,300人

立見　　9,583人

特別観覧席　　2,117人(昭56. 4開設)

年 度 .

区 分
6 7 8 9 10

開 催 回 数 16 15 1 6 16 17

開 催 . 日 数 8 5 8 1 84 84 87

入 場 者 数 4 15 ,4 5 6 4 04 ,82 9 40 3 ,4 38 4 26 ,56 8 38 8 ,6 54

収 入 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円

入 場 料 (普 通 席 ) 20 ,77 2 20 ,24 1 2 0 ,17 1 2 1,32 8 19 ,4 33

;/ (特 別 席 ) 91 ,4 6 6 88 ,4 13 8 6 ,4 64 87 ,47 1 7 8 ,0 09

車 券 発 売 金 2 7 ,1 02 ,57 5 5 8 ,8 4 7,5 77 26 ,3 56 ,6 6 0 2 7 ,169 ,9 15 23 ,96 5 ,8 55

そ の 他 の 収 入 64 2 ,56 7 5 33 ,4 56 8 16 ,0 0 1 8 67 ,00 7 56 0 ,9 62

前 年 度 繰 越 金 7 68 ,00 2 158 ,36 1 4 05 ,3 44 6 36 ,59 9 76 7 ,3 58

支 出 ＼1

経 常 経 費 3 26 ,28 3 2 00 ,4 02 23 3 ,8 2 1 7 03 ,47 3 39 6 ,7 19

開 催 経 費 23 ,24 3 ,29 3 5 0 ,9 1 1,54 9 22 ,89 0 ,13 5 2 3 ,3 92 ,37 5 21 ,03 3 ,5 19

交 付 金 1 ,9 55 ,28 6 4 ,5 62 ,4 75 1,8 77 ,4 7 6 1 ,8 34 ,05 8 1 ,64 8 ,7 90

施 設 関 係 9 92 ,15 9 2 ,7 68 ,2 78 9 6 ,6 0 9 34 1,45 1 554 ,8 19

一 般 会 計 療 出 金 1 ,9 50 ,00 0 8 00 ,0 00 1,9 50 ,0 0 0 1 ,9 50 ,00 0 1 ,50 0 ,0 00
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( 4 )競輪事業収益金の使途
(単位　千円)

吉 宗
土木 . 住 宅 関係 民 生 関 係 教 育 関 係 衛 生 関 係

災 害 復 旧

工 事 関 係
そ の 他 合 計

6 79 5 ,2 1 0

%

4 0 .8 3 ,3 1 5

..

20 .2 43 2 ,70 5

%

00 0 50 ,3 10

%

2 .6 0

%

0 2 78 ,4 6 0

%

14 .2 1 ,9 50 ,0 0 0

%

1 0 0

7 2 ,16 0 4 5 .3 1 15 ,4 4 0 14 .4 20 8 ,8 8 0 26 .1 28 ,00 0 3 .5 2 4 0 0 85 ,28 0 10 .7 8 0 0 ,0 0 0 1 0 0

8 7 16 ,4 3 0 36 .7 6 29 ,4 6 0 Oir.O
O Q O c ue 14 .5 64 ,9 35 3 .3 0 0 2 56 ,62 0 13 .2 1 ,9 50 ,0 0 0 1 0 0

9 . 7 30 ,8 6 0 3 7 .5 6 70 ,2 15 34 .4 1 8 9 ,54 0 9 .7 9 6 ,9 15 4 .9 7 ,8 0 0 0 ,1 2 54 ,67 0 13 .1 1 ,9 50 ,0 0 0 1 0 0

10 5 03 ,10 0 0 0 .0 5 62 ,6 50 3 7 .5 17 0 ,85 0 l l .4 6 0 ,9 00 4 .1 1 ,35 0 0 .1 2 0 1 ,1 50 1 3 .4 1 ,5 00 ,00 0 1 0 0
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8　農　業　委　員　会

( 1 )農地等利用関係の調整

ア　農地に関する許認可事務

農地法に基づく各種権利の設定、移転及び転用等についての許認可並びに証明事務を行っている。

農地法関係申請処理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成10年度)

5-

区

宣 法3条

(所有権移転)

法3条

(使用貸借権.賃借

権の設定.移転)

法4～5条 法20条

非農地証明
その
他の

申請

合計

法 第4条 法 第5条 許可不要

件数 面積(諺) 件数 面積 irf 件数 面積(〟 件数 IHttU riV 件数 面積 m2 件数 面積(㌦ 件数 面積 irf 件数 面積M 件数 件数

1 上 熊 本 1 965 1 547 54 16,458 27 9,624 27 6,834 2 2,488 58

2 自 坪 1 5,954 27 14,873 13 5,459 14 9,414 28

3 本 山 24 15,098 20 13,325 4 1,773 1 747 Ln

4 画 園 15 3,151 5 36,219 22 16,415 9 8,590 ll 7,326 2 499 3 3,709 45

5 健 軍 1 3,562 42 26,719 18 9,714 22 14,680 2 2,325 43

6 清 水
. 3,029 86 44,437 35 23,433 51 21,004 90

7 I) rV 7 7,378 1 2,157 42 23,507 13 4,551 26 10,079 3 8,877 50

8 H n 13 20,889 7 31,205 59 28,172 .20 9,427 37 18,545 2 200 4 3,884 83

9 出 水 2 3,744 56 46,493 23 17,902 32 28,532 1 59 58

10 川 尻 ・1 9,285 6 5,893 2 63 4 5,830 1 633 9

ll 田 迎 6 7,096 1 6,397 39 19,304 19 14,580 20 !,724 3 2,870 49

12 御 幸 4 10,385 1 4,538 35 23,631 15 8,921 18 14,476 2 234 1 416 1 587 42

13 池 上 5 4,862 17 32,684 3 510 12 32,092 2 82 1 323 23

14 城 山 9 10,727 4 33,813 41 15,006 15 6,489 25 8,398 1 119 1 1,266 55

15 秋 津 5 13,380 1 9,150 45 33,213 29 21,765 14 4,737 2 6,711 2 3,155 53

16 fi: W ll 12,178 5 41,905 10 8,779 6 4,365 3 4,234 1 180 1 314 1 608 28

17 小 島 5 6,750 4 18,130 10 4,445 1 198 6 2,872 3 1,375 2 3,838 21

18 龍 田 7 3,965 43 33,796 18 14,679 25 19,117 1 8 3 1,406 54

川 中 島 26 62,230 10 68,242 23 19,543 5 4,685 15 13,821 3 1,037 3 6,751 2 1,925 64

20 供 . 合 7 17,471 1 6,094 19 10,960 9 5,447 川 5,513 2 5,650 29

"1 広 畑 2 7,350 1 1,152 42. 34,507 20 23,272 22 ll,235 45

・蝣)'蝣> 小山戸島 13 31β82 4 12,045 71 101,957 18 14,627 50 80,772 3 6,558 13 44,875 101

23 西 里 32 30,336 16 127,935 44 72,332 18 8,947 20 30,367 6 33,018 5 5,625 4 1,492 2 103

24 川 上 19 20,430 9. 134,546 72 52,109 33 21,110 36 28,978 3 2,021 3 4,748 1 336 104

25 河 内 13 2,856 29 213,309 10 4,999 2 丁脚 7 3,755 1 535 1 3,294 3 497 56

26 芳 野 33 49,376 ほ 153,042 9 14,132 1 2,491 8 ll,641 2 5,807 6 9,146 68

.w 八 分 字 5 3,895 1 9,560 35 叶680 9 4,942 25 6,423 1 315 1 446 42

-8 藤 富 7 16,862 6 39,550 1" 5,325 2 871 9 4,255 1

1

199

142

4 8,009 1 350

2

30

29 並 建 8 5,268 川 81,015 12 4,400 5 1,757 7 2,643 3 3,288 1

3

542

934

34

30 中 線 5 9,710 6 68,376 4 1,004 2 232 2 772 1 8,172 "

31 ft l 6 19,609 3 33,983 8 3,374 3 1 999L.666 4 2,010 2 6,350 00

32 奥 古 閑 7 15,463 3 40,150 5 14,409 1 69 3 13,749 1 5n 2

1

8,332

2,395

2 550 19

33 海 路 口 3 5,780 5 91,315 7 2,997 1 578 5 2,297 1 122 3 1,367 18

34 川 口 4 4,534 4 30,441 5 2,488 3 913 1 293 1 1,282 1 1,159 15

合 計 285 464,605 159 1,307,663 1,036 765,139 418 265,467 575 433,191 蝣13 66,481 36 137,393 32 20,899 1,580
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◎農地法第4 ・ 5条・許可不要用途別転用実績　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成10年度)

区 分 件 数
面 積 比

(% )
田 畑 ロ

住

宅

用

也

農 . 家 住 .宅 2 7 7 ,98 1 9 ,10 2 17 ,08 3 2 .23

一 般 個 人 .住 宅 30 3 30 ,18 1 6 6 ,9 1 8 97 ,09 9 、1 2 .6 9

集 団 住 .宅 、J そ の 他 27 7 4 8 ,54 6 1 62 ,78 2 2 1 1,32 8 2 7 .6 2

小 計 60 7 86 ,70 8 2 38 ,8 0 2 3 25 ,5 10 4 2 .54

農

鉱

工

莱

用

地

農 林 漁 業 用 施 設 4 6 3 ,7 10 30 ,8 13 34 ,52 3 4 .51

鉱 業 1 0 19 1 1 91 0 .02

建 .設 業 16 1 2 ,150 6 ,94 8 19 ,0 98 2 .50

金 属 機 .械 工 業 1 0 2 ,6 28 2 ,6 28 0 .34

化 学 . 紙 パ ル プ 工 業 1 0 8 38 8 38 0 .l l

繊 維 . 食 料 品 工 業 3 1 ,8 7 7 3 u 0 .25

電 気 . ガ ス . 水 道 事 業 6 1 ,00 3 2 ,2 77 3 ,2 80 0 .43

そ の 他 3 2 16 ,97 5 2 2 ,3 73 39 ,3 48 5 .14

..I 10 6 35 ,7 15 6 6 ,0 7 1 1 0 1,78 6 1 3 .3 0

公

共

施

設

用

也

官 公 署 . 病 院 等 公 共 14 17 ,49 5 15 ,8 14 33 ,30 9 4 .3 5

学 校 用 地 4 8 ,6 13 2 ,6 2 6 l l,23 9 1.4 7

公 園 . 運 動 場 用 地 ll 14 ,4 04 3 ,6 3 0 18 ,03 4 2 .3 6

道 . 水 路 、 鉄 道 用 地 77 5 ,fc 16 ,31 9 2 1,98 1 2 .87

小 計 1 06 46 ,174 38 ,38 9 84 ,5 63 l l.05

そ 物

の 施

他 設

の 用

建 地

運 輸 通 信 業 建 物 施 設 4 3 ,9 36 6 ,25 3 1 0 ,1 89 1.33

商 .莱 . サ ー ビ ス 業 66 2 2 ,5 2 1 56 ,0 16 7 8 ,5 37 1 0 .26

ゴ ル フ場 そ の他 レ ジ ャー o 1 ,5 3 1 0 1 ,5 3 1 0 .20

そ の 他 135 6 7 ,4 33 8 9 ,19 2 15 6 ,6 25 2 0 .4 7

小 計 2 0 7 9 5 ,4 2 1 15 1 ,46 1 24 6 ,8 82 3 2 .2 7

植 林 6 0 6 ,3 98 6 ,3 98 0 .84

合 計 1,03 2 2 64 ,0 18 50 1 ,12 1 7 65 ,13 9 10 0 .0 0

イ　農地調整事務処理事業

農地の利用関係の紛争に係る和解仲介処理と小作料の物納契約承認を行っている。

( 2 )国有農地管理処分事務

国有農地の買収、売払、貸付等管理処分とその対価徴収事務を行っている。

( 3 )農用地利用調整特別事業

農業経営基盤強化促進事業を中心とする農用地の有効利用の促進、利用権等の情報の収集・管理を含め、農

地の流動化を推進する必要がある。

そのため、農地流動化推進員による農地の貸し手、借り手の掘り起こし活動を積極的古手推進し、認定農業者

等-の農用地の利用の集積を図る。
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ア　耕作目的

①　利用権設定(新規・再設定)

(平成10年度)

( )内は再設定

貸 手 借 手 件 数 契 約 期 間 団 (m 2) 畑 Im J1 ff- irf

人

67

144 )

人

63

(162)

件

. 73

(176)

6 年 未 満
3,961 73 ,815 164,776

(300,507) 54,976) (355,483 )

計 391,468 128,791 520,259

6 年 以 上 17,331 16,937 34,268

10 年 末 . 満 (31,634 ) (25,001) (56,635)

束 48,965 4 1,938 90,903

10 年 以 上
60,796 4 1,511 102,307

(104,216 ) (21,482) (125,698 )

計 165,012 62,993 228,005

新 規.設 定 計 169,088 13 2,263 301,351

再 設 .定 計 436,357) (101,459) (537,816 )

設 定 合 計 605,445 233 ,722 839,167

(彰　利用権移転

移転 をした人 移 転 を受 けた人 件 数 田 m 2 畑 (lit ) 計 m 2

5 5 5 2 5 ,3 0 7 55 2 25 ,8 59

(9　所有権移転

. 譲 渡 人 譲 受 . 人 件 数 m 2) 畑 (〟 ) 計 . (〟 )

13 13 13 ll,624 9,982 21,606

19 1 (公社 ) 19 35,497 12,261 47,758

1 (公社 ) 17 17 26,460 15,234 41,694

計 49 73,581 37,477 111,058

イ　転用目的

(》　所有権移転　10年度実績なし

②　賃借権設定　10年度実績なし

( 4 )農業経営管理指導事業

経営感覚に優れた効率的、安定的な経営体を育成するため、経営・経理面における合理化を中心に経営改善

についての指導事業を行い、これによって育成された農業者の組織化を推進する。

(5)農業者年金業務

農業者の老後生活の安定、経営移譲による農業後継者の育成、確保と経営規模の拡大を目的とする業務を行っ

MSEi冗

-272-



受給状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平11. 3.31現在)

種 別 被保険者

年 金 受 給 者

合 計 経営移譲年金 経営移譲年金 経営移譲年金 農業者老齢年金
新給付体系 新給付体系 + のみ
(ピス トル型) (カマボコ型) 農業者老齢年金

人 数 1,809 2,276 187 154 1,110 825

(6)自作農維持賛全業務

農業者の経営規模拡大または経営維持を図るための農地取得資金、自作農維持資金の貸付資格認定に関する

業務を行っている。
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